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第１編 共 通 編 

第１章 総 則 

第１節 総 則 

１－１－１ 適要 

１．土木請負工事必携の適用 

摂津市発注の工事の施工にあたっては、工事毎に定めた特記仕様書によるほか、「土

木請負工事必携」（「土木工事共通仕様書」、「土木工事共通仕様書附則（この仕様書）」、

「土木工事施工管理基準」及び提出書類様式、各種基準・要綱等をいう。）によるもの

とする。なお、土木請負工事必携は摂津市のホームページに掲載している。 

２．優先事項 

建設工事請負契約書第１条に定める設計図書の優先順位は、①質問回答書（連絡事項

登録を含む。）、②特記仕様書、③図面（数量総括表を含む。）、④土木工事共通仕様

書附則、⑤土木請負工事必携（土木工事共通仕様書附則を除く。）とする。 

３．読替規定 

(1)土木工事共通仕様書に記載している「特記仕様書」は、「特記仕様書及び共通仕様

書附則」と読み替えるものとする。 

(2)特記仕様書、土木請負工事必携及びその他の資料等に「請負者」と記載のあるもの

は、「受注者」と読み替えるものとする。 

４．見積参考資料 

(1)見積参考資料とは、設計図書（仕様書、図面（数量総括表を含む。）、質問回答書）

以外の資料をいう。 

(2)見積参考資料および設計図書中に「参考」と表記された項目は、あくまでも入札参

加者の適正・迅速な見積りに供するため、発注者が想定した設計積算の内容を参考に

示した資料にすぎず、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。 

このため、施工方法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、

受注者がその責任において定めるものとし、工事の施工にあたってはこの趣旨を十分

理解し、事故発生等を招かないよう、その防止措置に留意しなければならない。 

 

１－１－２ 用語の定義 

１．受理 

受理とは、契約図書に基づき、受注者、監督職員が相互に提出された書面を受け取り、

内容を把握することをいう。 

 

１－１－３ 設計図書の照査等  

１．主鉄筋等の照査 

受注者は、主鉄筋等については「土木構造物標準設計（建設省）」等を参考に設計図

書の照査を行わなければならない。 
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１－１－４ 施工計画書 

１．施工計画書の作成 

受注者は、施工計画書の作成にあたっては「施工計画書の作成の手引き（摂津市）」

を標準的な作成例とすること。 

２．工事施工管理点検 

受注者は、発注者が施工計画書と工事現場との整合性等を確認するため工事施工管理

点検を実施する場合は、必要な協力を行わなければならない。 

 

１－１－５ CORINS への登録 

１．CORINS の登録機関 

CORINS の登録機関である一般財団法人日本建設情報総合センター(JACIC)の連絡先は、

次のとおり。 

住所：大阪市中央区内平野町２－１－９ シグナスビル６階 

TEL：06-6949-3060 FAX：06-6949-3054 

 

１－１－７ 工事用地等の使用 

１．工事用地外の立入 

受注者は、工事用地以外の区域へ立入する場合は、当該土地所有者の承諾を得なけれ

ばならない。 

２．借地料 

受注者は、施工に伴う借地について必要が生じた場合は監督職員と協議するものとす

る。なお、借地料等については、必要に応じて設計変更の対象とする。 

３．占用等 

受注者は、道路又は河川区域等に現場事務所等（現場事務所、試験室、労働者宿舎、

倉庫及び材料保管場、仮設トイレ、空調用室外機、休憩用ベンチ、現場事務所への通路

部分、従業員の駐車場等）を設置する場合は、事前に監督職員と協議のうえ占用許可申

請を行わなければならない。また、必要に応じ占用料を支払わなければならない。 

 

１－１－10 施工体制台帳 

１．施工体制台帳 

受注者は、施工体制台帳には、建設業法施行規則第14条の2第2項に基づき、下請負

に係る請負契約書等の写しを添付しなければならない。 

２．下請負者の指導等 

第１項の受注者は、下請負者に対して「本工事は施工体制台帳作成対象工事であり、

請負った工事の一部を他の建設業を営む者に請負わせたときは、再下請負通知書を提

出しなければならない」旨を書面で通知するとともに、その旨と再下請負通知書の提

出場所を工事現場の見やすい場所に掲示しなければならない。また、「もし更に他の

者に工事を請負わせたときは、その者の再下請負通知書の提出と、その者に対するこ

の通知書面の写しの交付が必要である」旨を伝えなければならない。 

 ３．施工体系図 
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第１項の受注者は、各下請者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工

事現場で工事関係者及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、土木請負工事必携に

定める様式により監督職員に提出しなければならない。また、その掲示状況を写真で

撮影し、監督職員に提出しなければならない。 

４．工事元請下請関係適正化指導要綱 

受注者は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、建設業法のほか

「大阪府建設工事元請・下請関係適正化指導要綱」を遵守しなければならない。 

５．警備会社 

警備会社においては、建設業法の下請負契約には該当しないが、交通安全管理上極

めて重要な業務であることから、受注者は警備会社と契約した場合、施工体制台帳、

施工体系図へ記載しなければならない。 

６．オペレーター付建設機械 

建設機械のオペレーター付きリース契約は、報酬を得て建設工事の完成を目的とし

て締結された契約であるため、建設業法上の下請負契約に該当することから、施工体

制台帳等の必要書類を作成しなければならない。 

 

１－１－12 調査・試験に対する協力 

１．見積価格調査 

受注者は、シールド工事においては見積価格調査の対象工事であるため、当該工種

の着手（製作）までに見積価格調査の項目ごとに取引が確認できる契約書等の写しを

提出しなければならない。 

２．施工管理特別調査（現場抜打ち点検）に対する協力 

受注者は、「建設業法」及び「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法

律」等に基づき摂津市の行う施工管理等の点検のための立入調査に協力しなければな

らない。 

３．工事施工管理点検 

受注者は、工事施工管理点検の対象工事となった場合は、実施にあたり必要な協力

をしなければならない。 

４．労務費調査・施工合理化調査・施工形態動向調査・施工状況モニタリング調査・間

接工事費等諸経費動向調査等 

受注者は、労務費調査・施工合理化調査・施工形態動向調査・施工状況モニタリン

グ調査・間接工事費等諸経費動向調査等の対象工事となった場合には協力し、必要な

調査を実施するものとする。なお、調査要領等については、別途監督職員の指示によ

るものとする。 

１－１－14 設計図書の変更 

１．設計変更ガイドライン 

発注者および受注者は、「工事請負契約における設計変更ガイドライン（摂津市）」

を遵守するものとし、契約書第 26 条（臨機の措置）に該当する場合を除き下記の場

合は契約変更の対象としない。 

①契約書及び土木工事共通仕様書に定められている所定の手続を経ていない場合 
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②変更協議書による指示や協議がない場合（口頭のみの場合） 

③設計図書に明示のない事項について、発注者との協議を行わず、受注者が独自の判

断で施工した場合 

④発注者と受注者との協議が整っていない時点で施工した場合 

⑤承諾事項として施工した場合 

 

２．工法変更等 

(1)受注者は、湧水、その他の障害のため通常の工法では所期の目的を達することが出

来ない箇所については、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。 

(2)受注者は、民生安定上または関係機関と協議の結果、新たな作業及び構造の変更が

生じた場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。 

(3)受注者は、工事により汚濁水が発生した場合は、その処置について監督職員と協議

しなければならない。 

３．道路付属物、占用物件 

    受注者は、工事施工にあたり支障となる道路の付属物や占用物件がある場合は、そ

の処置について監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。 

４．掘削法面 

受注者は、掘削（床掘）法面において、関係機関との打合せ等により危険防止の安

全対策等が必要となった場合は、監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とす

る。 

５．公共工事設計労務単価の改定に伴う特例措置 

工事の入札公告（随意契約による場合は見積依頼）時に配付された見積参考資料に

記載されている単価適用年月日と、工事の当初契約締結日との間に、大阪府の「公共

工事設計労務単価」（以下「労務単価」という。）が改定された場合、当該工事は改

定後の労務単価等に基づく契約に変更するため、受注者が請負代金額の変更協議を請

求することができる特例措置の対象工事となる場合がある。 

受注者は、請負代金額の変更協議を請求する場合は、期限までに所定の方法により

請求を行う必要があるため、当初契約締結後、特例措置の対象有無について監督職員

に確認するものとする。 

６．１日未満で完了する作業の積算 

(１)「１日未満で完了する作業の積算」（以下、「１日未満積算基準」と言う。）は、

変更積算のみに適用し、適用範囲は土木工事標準積算基準書によるものとする。 

(２)受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、１日未満積算基準

の適用について協議の発議を行うことができる。 

(３)同一作業員の作業が他工種・細別の作業と組合せで１日作業となる場合には、１

日未満積算基準は適用しない。 

(４)受注者は、協議に当って，１日未満積算基準に該当することを示す書面その他協

議に必要となる根拠資料（日報，実際の費用がわかる資料等）を監督職員に提出す

ること。実際の費用がわかる資料（見積書，契約書，請求書等）により、施工パッ

ケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、１日未満積算基準は適用しな
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い。 

(５)単価契約工事、緊急工事等で人工精算する場合、「時間的制約を受ける公共土木

工事の積算」を適用して積算する場合等、１日未満積算基準以外の方法によること

が適当と判断される場合には、１日未満積算基準を適用しない。 

７．熱中症対策に資する現場管理費補正の試行 

(１)受注者は、総価契約による屋外工事において、熱中症対策に資する現場管理費の

補正を希望する場合は、施工計画書を提出する際に、本試行工事の工事期間中にお

ける真夏日の計測方法及び観測箇所を明示すること。 

(２)真夏日とは日最高気温が３０℃以上の日をいう。 

ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が３０℃以上の場合とする。 

なお、WBGTを用いて真夏日を計測する場合は、WBGTが２５℃以上となる日数を真

夏日とみなす。 

(３)工期とは、工事着手日から工事完成日までの日数をいう。ただし、年末年始６日

間、夏季休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止して

いる期間は含まない。 

(４)対象期間内の真夏日率の算出の考え方は、次のとおりとする。 

真夏日率 ＝ 工期期間中の真夏日日数 ÷ 工期 

(５)受注者は、真夏日の計測結果の資料、及び真夏日率の算出結果とその根拠となる

真夏日・工事着手日・工事完成日・年末年始や夏季休暇・工場製作のみの期間・工

事全体を一時中止している期間・休工日が確認できる資料を作成し、監督職員に提

出するものとする。真夏日日数を確認後、現場管理費率を補正し、請負契約書第２

４条の規定に基づき請負代金額を変更する。 

 

１－１－18 建設副産物 

１．法令遵守 

受注者は、建設副産物適正処理推進要綱（国土交通事務次官通達、平成14年５月30

日）、再生資源の利用の促進について（建設大臣官房技術審議官通達、平成３年10月

25日）、建設汚泥の再生利用に関するガイドラインの策定について（国土交通事務次

官通達、平成18年６月12日）、建設汚泥の再生利用に関する実施要領について（大臣

官房技術調査課長等通達、平成18年６月12日）、公共建設工事における「リサイクル

原則化ルール」の策定について（大臣官房技術調査課長等通達、平成18年６月12日）、

建設汚泥処理土利用技術基準について（大臣官房技術調査課長等通達、平成18年６月

12日）を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らねばならない。 

２．再生資源利用計画書等の作成 

(1)受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律」に基づく、再生資源利用計画

又は再生資源利用促進計画の作成が必要な工事の場合、それらの計画及び実施状況を

記載する様式（以下、「再生資源利用【促進】計画書（実施書）」という。）につい

ては、「建設副産物情報交換システム（COBRIS）」（（一財）日本建設情報総合セン

ター（JACIC））にデータ登録すること。 また、これにより難い場合は監督職員との

協議により、国土交通省指定のエクセル様式にデータ入力を行うことで、建設副産物
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情報交換システム（COBRIS）登録に代えることができる。 

(2)受注者は、再生資源利用【促進】計画書（実施書）を工事完成後１年間保管しなけ

ればならない。また、計画書および実施書を各１部ずつ印刷して監督職員に提出する

とともに、計画書を工事現場の公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 

(3)建設副産物（建設副産物情報交換システム） 

建設資材（土・砕石・As合材・その他再生資材）を搬入または建設副産物を搬出す

る工事においては、建設副産物情報交換システムに登録するものとし、受注者は施工

計画作成時、工事完成時及び登録情報の変更が生じた時は、速やかに当該システムの

データ入力または更新を行うこと。なお、これにより難い場合には、設計図書に関し

て監督職員と協議しなければならない。 

(4)建設副産物(建設発生土情報交換システム） 

建設発生土を搬入または搬出する工事においては、建設発生土情報交換システムに

登録するものとし、受注者は工事の実施に当たって土量、土質、土工期等に変更があ

った場合、監督職員の確認を受け、速やかに当該システムのデータ更新を行い、その

更新について監督職員に報告を行う。なお、これにより難い場合には、設計図書に関

して監督職員と協議しなければならない。 

(5)受領書の交付 

受注者は、建設発生土を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、

法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。 

(6)再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項等 

受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工事現場から搬出

する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った

土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正で

あることについて、法令等に基づき確認しなければならない。 

また、確認結果（確認結果票）は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事

現場において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 

(7)建設発生土の運搬を行う者に対する通知 

受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、再生資源

利用促進計画に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と｢(6)再生資源利

用促進計画を作成する上での確認事項等｣で行った確認結果（確認結果票）を、委託し

た搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。 

(8)建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等 

受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、

法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載され

た事項が再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、

監督職員から請求があった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。 

(9)受領書及び確認結果票の参考様式等 

受領書及び確認結果票の参考様式、並びに(5)～(8)に記載された事項の運用等につ

いては、以下の国土交通省のホームページを参照されたい。 

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_ken
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setsugyo_const_fr1_000001_00041.html 

３．特定建設資材の分別解体等及び再資源化等 

(1)受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（（平成 12 年法律第 

104 号）。 以下、「建設リサイクル法」という。）に基づき、特定建設資材の分別

解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講じなければならない。 

なお、建設工事請負契約書「6 解体工事に要する費用等」に定める事項は、契約締

結時に発注者と受注者の間で確認されるものであるため、発注者が積算上条件明示し

た事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、工事発注後に明ら

かになった事情により、予定した条件により難い場合は、監督職員と協議するものと

する。 

(2)受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等が完了したときは、建設リサ

イクル法第18条に基づき、次の事項を書面により監督職員に報告しなければならない。 

なお、書面は「建設リサイクルガイドライン（平成14年５月）」に定められた再生

資源利用計画書（実施書）〕及び〔再生資源利用促進計画書（実施書）を兼ねるもの

とする。 

① 再資源化が完了した年月日 

② 再資源化等をした施設の名称及び所在地 

③ 再資源化等に要した費用（適正処理） 

  ４．混合廃棄物の現場分別等による減量化 

本工事に搬入した建設資材等が廃棄物となる場合は、その廃棄物の再使用・再生使

用を図るために、現場において分別等を実施するなど混合廃棄物の減量化を図るもの

とする。また、混合廃棄物の減量化等を実施した内容について書面で監督職員に報告

するものとする。 

なお、現場における混合廃棄物の分別については「現場分別マニュアル(案)」（近

畿地方整備局H22.3）

https://www.kkr.mlit.go.jp/plan/fukusan/by_product/bunbetsu.pdf 

を参照されたい。 

５．産業廃棄物の処理計画書 

受注者は、産業廃棄物の適正処理を行うため、処理計画書を作成し、施工計画書に

添付しなければならない。なお、処理計画書に記載する事項は、次のとおりとする。 

① 建設廃棄物処理責任者名 

② 建設廃棄物の種類・発生量とその区分、保管、収集運搬、再生利用、中間処理、

最終処分の方法等 

③ 再生利用する廃棄物の種類、再生利用量、利用用途、利用のために中間処理が

必要な場合はその方法、施工方法等 

④ 委託処理 

・収集運搬業者（積替・保管を含む）の許可番号、事業の範囲、許可期限等 

・中間処理業者、最終処分業者の許可番号、事業の範囲、許可期限等 

・処分施設の現地確認方法 

⑤ 添付書類 



附則-8 

 

・産業廃棄物処理委託契約書の写し 

・収集運搬者、処理業者の許可書の写し 

６．マニフェスト 

(1)受注者は、マニフェストシステムにより建設廃棄物の処理過程を適正に管理しなけ

ればならない。 

(2)受注者は、建設廃棄物の処理について、原則として、電子マニフェストを活用して

管理するものとし、検査時及び監督職員等から請求があったときは以下のいずれか

の資料を提示または提出するものとする。 

① マニフェスト情報を収録した磁気媒体 

排出事業者(受注者)に対して電子マニフェスト情報を情報処理センターが抽出

し磁気媒体（CD-R）に収録して提供したものを、電子マニフェスト利用証明とし

て提示（処理実績証明）するとともに一覧表を提出すること。なお、磁気媒体に

は証明シールが貼付されていること。 

② 受渡し確認票 

電子マニフェストシステム（JWNET）により産業廃棄物の処理実績（マニフェス

ト情報）から受渡し確認票を提示し、一覧表を提出すること。  

 

１－１－23 施工管理 

１．低入札価格調査制度の対象工事 

受注者は、低入札調査基準価格を下回る価格で落札した工事である場合は、「請負

工事監督技術基準」に規定する段階確認において重点監督として確認等の頻度を増や

すものとする。ただし、重点監督の頻度で実施しがたい項目については、監督職員と

協議するものとする。 

なお、頻度の増加に伴う費用については、受注者の負担とする。 

２．歩道部の透水性舗装 

受注者は、歩道部を透水性舗装で施工する場合の品質管理試験については、次表に

よらなければならない。 

（表）透水性舗装の品質管理試験 
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［注］印字記録による場合、表層用の加熱アスファルト混合物にあっては、100バッチにお

いて限界値をはずれるものが５バッチ以上の割合にならないように管理する。 

 

１－１－26 工事中の安全確保 

１．支障防止 

(1)受注者は、施工に先立ち、危険性の事前評価（リスクアセスメント）を通じて、現

場での各種作業における公衆災害の危険性を可能な限り特定し、当該リスクを低減

するための措置を講じるものとし、施工計画書の作成にあたっては、計画工程表に

「いつ、どこで、どんな事故リスクが発生するか」を盛り込み、「リスク工程表」

としてとりまとめるものとする。また、当該「リスク工程表」は現場に掲示し、Ｋ

Ｙ活動時等に作業関係者間で情報共有に努めるものとする。 

 

（図）「リスク工程表」作成例 

 

(2)受注者は、他の者の施設に支障を及ぼした場合は、直ちに関係機関に通報及び監督

職員に連絡し、応急措置をとり補修しなければならない。 なお、これに係る費用は、

受注者の負担とする。 

(3)受注者は、工事施工箇所の近接に軌道施設等がある場合は、監督職員の承諾を得て

関係官署と立会のうえ当該施設の位置、高さ、施設の状態等を確認するとともに、

保安対策について打合せを行い当該施設に支障をおよぼさないようにしなければな

らない。保安対策 について打合せを行ったときは、調書を作成し立会者の押印を求
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めたうえでその写を監督 職員に提出するものとする。 

なお、打合せの結果、保安対策の変更が生じた場合は監督職員と協議するものと

し、設計変更の対象とする。 

(4)受注者は、配電線および送電線近傍で作業をする場合は事前に関西電力㈱事業所と

事故防止対策について協議しなければならない。 

２．工事現場の現場環境改善 

(1)受注者は、設計図書（数量総括表）に現場環境改善費（率分）が記載されている工

事については、現場環境改善の取組みを実施しなければならない。現場環境改善は、

原則として次表の各計上費目毎に１内容ずつ（いずれか１費目は２内容）の合計５

項目を実施しなければならない。 

（表）現場環境改善費（率計上分）実施項目 

計上費目 実施する内容（率計上分） 

現場環境改善 

（仮設備関係） 

１.用水･電力等の供給設備、２.緑化･花壇、３.ライトアップ施設、 

４.見学路及び椅子の設置、５.昇降設備の充実、６.環境負荷の低減 

現場環境改善 

（営繕関係） 

１.現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）、２.労働宿舎の快適化、 

３.デザインボックス(交通誘導警備員待機室)、４.現場休憩所の快適化、 

５.健康関連設備および厚生施設の充実等 

現場環境改善 

（安全関係） 

１.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ(電光式標識等)、 

２.盗難防止対策(警報機等)、３.避暑（熱中症予防）･防寒対策 

地域連携 １.完成予想図、２.工法説明図、３.工事工程表、 

４.ﾃﾞｻﾞｲﾝ工事看板（各工事PR看板含む）、 

５.見学会等の開催(イベント等の実施含む)、 

６.見学所(インフォメーションセンター)の設置及び管理運営、７.パンフレッ

ト 

･工法説明ビデオ、８.地域対策費(地域行事等の経費を含む)、９.社会貢献 

 

(2)受注者は、現場環境改善の実施にあたり具体的な実施内容、実施期間について施工

計画書に記載しなければならない。 また、工事完了時には、実施した現場環境改善

の写真を監督職員に提出しなければならない。 

 

３．現場環境改善（快適トイレの設置の試行） 

現場環境改善実施費（率分）の計上工事においては、快適トイレ設置の試行対象工

事とし 、受注者は、快適トイレの設置を希望する場合、着手前に監督職員と協議を行

った上で、設置する旨を施工計画書に記載して監督職員に提出し、以下の規定により

実施するものとする。 

１．内 容 

現場環境改善費（率）が計上された工事を対象とする。受注者は、現場に以下の（１） 

～（11）の仕様を満たす快適トイレを設置することを原則とする。（12）～（17）に

ついては、満たしていればより快適に使用出来ると思われる項目であり、必須ではな
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い。 

【快適トイレに求める標準仕様】 

（１）洋式便座 

（２）水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付き含む） 

（３）臭い逆流防止機能（フラッパー機能）（必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策

を取ること） 

（４）容易に開かない施錠機能（二重ロック等）（二重ロックの備えがなくても容易

に開かないことを製造者が説明出来るもの） 

（５）照明設備（電源がなくても良いもの） 

（６）衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能（耐荷重５kg 以上） 

【快適トイレとして活用するために備える付属品】 

（７）現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示 

（８）入口の目隠しの設置（男女別トイレ間も含め入口が直接見えないような配置等） 

（９）サニタリーボックス（女性専用トイレに限る） 

（10）鏡付きの洗面台 

（11）便座除菌シート等の衛生用品 

【推奨する仕様、付属品】 

（12）室内寸法900×900mm 以上（半畳程度以上） 

（13）擬音装置 

（14）着替え台（フィッティングボード等） 

（15）フラッパー機能の多重化 

（16）窓など室内温度の調整が可能な設備 

（17）小物置き場等（トイレットペーパー予備置き場） 

２．設置に要する費用 

設置に要する費用については、当初は計上していない。 

受注者は、快適トイレの設置にあたっては、上記１の内容を満たすことを示す書類

を添付し、監督職員と協議の上、規格・基数等の詳細について決定することとし、精

算変更時において、支出実態のわかる資料により監督職員と協議の上、上限45,000 円

/基・月を設計変更の対象とする。なお、設計変更数量の上限は、男女別で各１基ずつ 

２基／工事までとする。また、運搬費は共通仮設費（率）に含むものとし、２基より 

多く設置する場合や積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)を想定 

しており、別途計上は行わない。 

３．その他 

快適トイレの手配が困難の場合は、監督職員と協議の上、本条項の対象外とする。 

４．安全工事施工推進協議会 

受注者は、各発注事務所が定める安全工事施工推進協議会会則に基づき、同協議会

に加入しなければならない。 協議会の加入は、本工事の契約をもって入会し、完成を

もって退会したものとみなす。安全工事施工推進協議会会則の概要は以下のとおりで

ある。 
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５．安全工事施工推進体制表兼施工体系図 

受注者は、契約後すみやかに「安全工事施工推進体制表兼施工体系図」を土木請負

工事必携に定める様式により作成し、監督職員に提出しなければならない。 

６．地下埋設物等 

(1)受注者は、工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には、管理者と立 会

のうえ当該物件の位置、深さ等を確認するとともに、保安対策について打合せを行

い事故の発生を防止しなければならない。 なお、保安対策について打合せを行った

ときは、次の様式により調書を作成し立会者の押印を求めたうえでその写を監督職

員に提出するものとする。 

 

 

(2)受注者は、未使用の地下埋設物件等の処置を当該管理者から依頼された場合は、文

書によってその責任を明確にしておかなければならない。 

７．高圧水による事故防止（ウォータージェット工法によるはつり（取壊し）作業） 

受注者はウォータージェット工法によるはつり（取壊し）作業を実施する場合、以

下の事故防止対策を実施するものとする。 

① ハンドガンを操作する作業員が高圧水と接触することによる事故を防止するため、

作業員と高圧水との接触事故防止対策及び高圧水に対応する防護具の装着を実施す

る。 

② ハンドガンについて、誤射対策としてトリガー部のガード取り付け及び２重化を

施した安全な装置を使用するものとする。 

上記の事故防止対策については、施工計画書に具体な対策を記載するものとし、

事前に監督職員の承諾を得るものとする。 

８．除草作業における安全確保 

１．作業は小石やゴミ等が飛散しないように安全対策を図り施工すること。 

２．施工計画書には以下を記載すること。 

・作業時における小石やゴミ等の飛散による事故防止対策 

・敷設ケーブル等の損傷事故防止対策 

・作業時における作業員およびその他工事関係者・第三者等に対する負傷事故防止

対策 

３．作業にあたっては、事前に作業箇所の確認を行い、以下の項目を実施すること。 

・刈り刃や草刈機本体との接触により損傷が予想される河川及び道路等の管理施設、

占用物件等の位置を明示する。 

４．受注者の責により占用物件及び管理施設等に損傷を与えた場合は、すみやかに監

督職員に報告するとともに関係機関に連絡し応急措置をとり、受注者の負担により

これを補修しなければならない。 
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５．ハンドガイド式草刈機（搭乗式）にて除草を行う際は、使用方法について十分な

安全教育を実施するとともに、緊急停止スイッチを適切に使用すること。また、搭

乗箇所から履帯付近への足の踏み外し防止対策を講じること。 

９．地下埋設構造物の事故防止 

① 本工事区間に地下埋設構造物（ボックスカルバート等）がある場合、工事施工に

際しては、監督職員と現地立会いのうえ、当該構造物の位置、高さ、構造物の状態

等を確認し、損傷を与えないよう保安対策について十分打合せを行い、構造物本体

及び一般車両等の第三者に支障を及ぼさないようにすること。 

なお、工法変更、又は保安対策等が生じた場合は設計図書に関して監督職員と協

議するものとし、設計変更の対象とする。 

② 受注者の責により、当該構造物に支障を及ぼした場合は、速やかに監督職員、施

設管理者に報告するとともに、受注者の負担によりこれを補修しなければならない。 

10．工事事故報告 

受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に通報すると

ともに、原則として下記ＵＲＬにアクセスし事故報告様式に入力し、監督職員が指示

する期日までにホームページ上で発注者に提出しなければならない。 

ホームページアドレス：https://sas.hrr.mlit.go.jp/（建設工事事故データベース

システム） 

11．工事中の安全確保 

受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、

諸法令の運用は受注者の責任において行わなければならない。受注者に諸法令又は仕

様書等の違反があったとき、または受注者の責による工事事故等が発生したときは、

発注者から「文書注意」や「口頭注意」等の措置を行う場合がある。特に繰返し事故

については、十分注意すること。 

12．統括安全衛生管理義務者の指名について 

受注者は、発注者が労働安全衛生法第30条第１項に規定する措置を講じるものとし

て、同条第２項の規定に基づき受注者を指名した場合には、これに従うものとし、労

働安全衛生管理について相互連絡調整を密にして行うこととする。また、後で着手す

る工事については、当該通知を受領した後に工事に着手するものとする。なお、これ

によりがたい場合は、監督職員と協議の上決定するものとする。 

13．新型コロナウイルス感染症にかかる感染拡大防止対策 

受注者は、工事の実施に際しては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策

を徹底するものとし、国土交通省の「建設業における新型コロナウイルス感染予防対

策ガイドライン」等を参考に、適切に対応すること。なお、新型コロナウイルス感染

症の感染拡大防止対策として、個別の現場に係る対策に必要な費用については、受発

注者間で協議を行い、必要と認められる対策については、施工計画書に反映し、確実

に履行を行うものとし、設計変更の対象とする。 

【建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン】 

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000181.

html 
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１－１－30 環境対策 

  １．排出ガス対策型建設機械 

(1)受注者（下請業者を含めたすべての業者）は、大阪府内における自動車ＮＯｘ・Ｐ  

Ｍ（ノックス・ピーエム）法の対策地域内の工事現場を発着するトラック等の同条

例の対象自動車については、「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に従い車種

規制適合車等を使用しなければならない。 

(2)受注者は、当該工事のトンネル坑内作業において、内燃機関付の機械を使用する場 

合は、黒煙浄化装置を装備するものとする。なお、ブルドーザー及びタイヤローラ

については、「排出ガス対策型建設機械（一般工事用）又は排出ガス浄化装置を装

着した建設機械」に黒煙浄化装置を装備するものとする。 

２．低騒音型建設機械の使用義務 

受注者は、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」（昭和62年3月30日建設省経機

発第58号）において、低騒音型建設機械の使用原則を図る必要がある以下の区域にお

いて工事を行う場合には、「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程」（平

成9年度建設省告示第1536号）に基づき指定された低騒音型建設機械を使用するものと

する。ただし、これにより難い場合は、必要書類を提出し監督職員と協議するものと

する。また、災害その他の事由により緊急を要する場合はこの限りでない。 

【低騒音型建設機械の使用原則を図る区域】 

騒音、振動を防止することにより、住民の生活環境を保全する必要があると認めら

れる以下に示す区域とする。 

(１) 良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域 

(２) 住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域 

(３) 住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって相当数の住居

が集合しているため、騒音、振動の発生を防止する必要がある区域 

(４) 学校、保育所、病院、診療所、図書館、老人ホーム等の敷地の周囲おおむね80

ｍの区域 

(５) 家畜飼育場、精密機械工場、電子計算機設置事業場等の施設の周辺等、騒音、振

動の影響が予想される区域 

３．低騒音型・低振動型建設機械 

(1)受注者は、低騒音型建設機械の使用義務がある場合には、使用する建設機械の「新

基準'97 ラベル」が確認できる写真を監督職員に提出しなければならない。なお、

「旧基準'89 ラベル」の機種において新基準の指定を受けている場合は、メーカー

に確認のうえ「新基準'97 ラベル」に貼替えることとする。 

(2)受注者は、低騒音型建設機械の使用義務がある場合において「低騒音型・低振動型

建設機械の指定に関する規定」（国土交通省告示、平成 13 年 4 月 9 日改正） に

基づき指定された低騒音型建設機械の使用が困難な場合は、監督職員と協議しなけ

れば ならない。 なお、「困難な場合」とは、供給側の理由で低騒音型建設機械を

調達することができない 場合を示し、受注者の都合である場合は認めない。 

(3)受注者は、設計図書で超低騒音型建設機械の使用を義務付けている場合には、低騒
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音型・低振動型建設機械の指定に関する規定（国土交通省告示、平成 13 年 4 月 9 

日改正） に基づき指定された超低騒音型建設機械を使用しなければならない。 な

お、この場合、前２項の規定を準用する。 

４．特定建設作業 

受注者は、騒音または振動に係る特定建設作業の規制地域（騒音規制法、振動規制

法又は大阪府生活環境の保全等に関する条例）において特定建設作業を実施する場合

は、法令等に基づき必要な届出を行うものとする。また、規制地域内では、通常の施

工法による場合でも、万一公害等が生じたり、又は生ずる恐れがある場合は、その対

策等について設計図書に関して監督職員と協議するものとし、受注者の責によらない

場合は設計変更の対象とする。 

５．舗装の切断作業に伴う泥水の処理 

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有す

る切断機械等により回収するものとする。 回収された排水については、関係機関等と

協議の上、適正に処理するものとし、必要と認められる経費については変更契約でき

るものとする。 

「適切に処理」するとは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、産業廃

棄物の排出事業者（請負業者）が産業廃棄物の処理を委託する際、排出事業者（受注

者）は、その責任において、適正な処理のために必要な廃棄物情報（成分や性状等）

を把握し処理業者に提供することが必要である。 

６．貴重動植物の保護 

受注者は、貴重又は重要な動植物を発見した場合は、保護の必要があるため、速や

かに監督職員に報告し、その指示により処理するものとする。 

 

１－１－31 文化財の保護 

受注者は、工事区域の一部に遺跡等がある場合は監督職員及び摂津市埋蔵文化財担当

者と十分打合せを行い、文化財の保護に努めなければならない。 

 

１－１－32 交通安全管理 

１．交通誘導警備員 

受注者は、当該工事に交通誘導警備員を配置する必要がある場合、警備員等の検定

等に関する規則（平成17年11月18日国家公安委員会規則第20号）に基づく交通誘導警

備検定合格者（１級又は２級）を規制箇所毎に１名以上配置しなければならない。 

ただし、同規則第２条の規定により、各公安委員会が必要と認める路線・区間以外

で、所轄警察署等との打合せの結果、交通誘導警備検定合格者（１級又は２級）以外

の配置を認められた場合は、この限りではない。 

２．交通誘導警備検定合格証 

受注者は、交通誘導警備検定合格証の写しを監督職員に提出するものとする。 

３．通行許可の確認 

受注者は、一般的制限値を超える車両（車両制限令第 3 条）の道路法第47条の２に

基づく通行許可の確認において、以下の資料を監督職員に提出し、確認を受けなけれ
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ばならない。 

（１）施工計画書に一般的制限値を超える車両を記載 

（２）出発地点、走行途中、現場到着地点における写真（荷姿全景、ナンバープレー

ト等通行許可証と照合可能な写真）。ただし、走行途中の写真撮影が困難な場合

は監督職員の承諾を得て省略できる 

（３）通行許可証の写し 

（４）夜間通行が条件の場合は、車両通行記録計（タコグラフ）の写し 

４．安全施設類 

受注者は、標識類、防護柵等の安全施設類を現場条件に応じて設置する他、道路管

理者及び所轄警察署と打合わせを行い設置しなければならない。 

なお、打合わせの結果又は条件変更等に伴い、道路工事保安施設設置基準（案）以

上の保安施設類が必要な場合は監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。 

５．視覚障がい者のための措置 

視覚障がい者誘導用ブロック（以下、「誘導ブロック」という）が整備されている

歩道において工事を実施しその機能を阻害する場合、又は誘導ブロックが設置されて

いない歩道の迂回路を設置する場合、請負者は仮設の誘導ブロック（汎用ゴム製タイ

ル可）などを設置し、視覚障がい者のための安全措置を取らなければならない。 

 

１－１－40 保険の付保及び事故の補償 

１．建設業退職金共済制度 

受注者は、「建設業退職金共済制度に関する暫定指導事項」（平成 10 年 10 月 5 日）

に基づき下請業者に対する指導・監督を通じて本制度の普及・啓発を行い、加入促進

を図るものとする。なお、共済証紙貼付方式ではなく電子申請方式による場合は、同

指導事項の内容のうち、適合しない部分は適宜内容を読替えて運用するものとする。 

 

１－１－42 暴力団等の排除 

１．誓約書の提出 

受注者は、摂津市暴力団排除条例第８条第２項に規定する暴力団員又は暴力団密接

関係者でない旨の誓約書を摂津市へ提出しなければならない。 

受注者は、下請負人等がいる場合は、これらの者から条例第８条第２項に規定する

暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書を徴収して、摂津市へ提出しなけれ

ばならない。 

受注者等が当該誓約書を提出しない場合には、入札参加停止措置を行うものとする。 

２．－ 

３．建設工事請負契約書第８条関係 

受注者は、摂津市公共工事等における暴力団排除措置実施要綱に基づく入札参加除

外措置を受けた者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当する者を、受任者又は下請

負人（二次下請以降の下請負人及び資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方を

含む。以下「下請負人等」という。）としてはならない。 

４．下請契約の締結等 
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受注者は、下請負人等との下請契約等の締結にあたっては、下請契約書に、摂津市

工事請負契約書第36条（第１項第６号イからヘまでを除く。）に準じた暴力団等排除

条項を加えることとする。 

 また、受注者は、監督職員より前項の請求があった場合速やかに対応しなければな

らない。 

５．摂津市暴力団排除条例第９条関係 

（１）受注者は、契約の履行に当たって、暴力団員及び暴力団密接関係者等から社会

通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為（以下「不当介入」という。）

を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、摂津市及び管轄警察署へ

の報告（以下「報告」という。）を行わなければならない。 

（２）報告は、速やかに摂津市及び管轄警察署の行政対象暴力対策担当者に行うもの

とする。 

（３）受注者は、下請負人等が暴力団員及び暴力団密接関係者等から不当介入を受け

た場合は、速やかに報告を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。 

（４）報告を怠った場合は、摂津市暴力団排除条例（平成23年摂津市条例第13号）に

基づく公表又は入札参加停止を措置することがある。 

 

１－１－43 個人情報の取扱い 

１．基本的事項 

受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっ

ては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わな

ければならない。 

２．責任体制の整備 

受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体

制を維持しなければならない。 

３．作業責任者等の届出 

(1)受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者（以下「個人情報取扱作業責任者」

という。）を定め、書面により報告しなければならない。 

(2)受注者は、個人情報取扱作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により報告し

なければならない。 

(3)個人情報取扱作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう個人情

報を取り扱う作業に従事する者（以下「作業従事者」という。）を監督しなければ

ならない。 

４．教育の実施 

受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本規定におけ

る作業従事者が遵守すべき事項その他必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対し

て実施しなければならない。 

５．派遣労働者等の利用時の措置 

(1)受注者は、個人情報の取り扱いを派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の者に

行わせる場合は、正社員以外の者にこの仕様書に基づく一切の義務を遵守させなけ
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ればならない。 

(2)受注者は、正社員以外の者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとす

る。 

６．個人情報の適正管理 

受注者は、工事の履行に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止そ

の他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。なお、講

じるべき措置における留意すべき点は次のとおり。 

（１）個人情報の利用者、作業場所及び保管場所の限定及びその状況の台帳等への記

録 

（２）施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室での個人情報

の保管 

（３）個人情報を取扱う場所の特定及び当該場所における名札（氏名、会社名、所属

名、役職等を記したもの）の着用 

（４）定められた場所からの個人情報の持ち出しの禁止 

（５）個人情報を電子データで持ち出す場合の、電子データの暗号化処理等の保護措

置 

（６）個人情報を移送する場合の、移送時の体制の明確化 

（７）個人情報を電子データで保管する場合の、当該データが記録された媒体及びそ

のバックアップの保管状況にかかる確認及び点検 

（８）私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んでの個人情報を扱

う作業の禁止 

（９）個人情報を利用する作業を行うパソコンへの業務に関係のないアプリケーショ

ンのインストールの禁止 

（10）その他、委託の内容に応じて、個人情報保護のための必要な措置 

（11）上記項目の作業従事者への周知 

７．収集の制限 

受注者は、工事の履行に関して個人情報を収集するときは、事務の目的を達成する

ために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

８．目的外利用・提供の禁止 

受注者は、監督職員の指示がある場合を除き、工事の履行に関して知り得た個人情

報をその目的以外のために利用し、又は監督職員の承諾なしに第三者に提供してはな

らない。 

９．複写、複製の禁止 

受注者は、監督職員の承諾がある場合を除き、監督職員から引き渡された個人情報

が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

10．資料等の返還等 

受注者は、監督職員から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した「個人

情報が記録された資料等」を、利用後直ちに監督職員に返還し、又は引き渡すものと

する。ただし、監督職員が別に指示したときは当該方法によるものとする。 

11．廃棄 
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受注者は、工事の履行に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくな

ったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。 

12．調査 

監督職員は、請負者が工事の履行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、

随時調査することができる。 

13．事故発生時における報告 

受注者は、この仕様書に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知っ

たときは、速やかに監督職員に報告し、監督職員の指示に従うものとする。 

    

１－１－44 現場代理人の取扱い 

１．現場代理人の雇用関係 

(1)受注者は、現場代理人について当該社員として直接的な雇用関係を有する者（た

だし、当該役員を含む）を配置しなければならない。 

(2)発注者は、現場代理人が受注者と直接的な雇用関係を有しないことを発見した場

合は、受注者に対し提出書類の虚偽記載として摂津市入札参加停止要綱に基づく入

札参加停止措置を行う場合がある。 

２．常駐義務の緩和措置 

(1)受注者は、次の各号に掲げる場合においては、現場代理人の常駐義務の緩和措置を

受ける。 

① 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるま

での期間。 

② 契約書第 20 条の規定を適用し工事の全部を中止している期間。 

③ 現場が完了し必要書類は全て提出した後、完成検査までの期間。 

(2)受注者は、次の各号に掲げる場合においては、発注者の承諾を得て現場代理人の常

駐義務の緩和措置を受けることができる。 

① 橋梁、ポンプ等の工場製作を含む工事の現場着手後において、工場製作のみを

行うこととなった期間。 

② 契約金額が 4,000 万円未満の工事。 ただし、下記に示すとおり振動・騒音等

の影響が周辺へ懸念される工事、通行規制等 交通管理（歩行者を含む）および沿

道の家屋等に対する常時対応が求められる工事等については、緩和措置の適用除

外とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現道拡幅工事、道路防災工事、落石防止工事、 

交差点築造（整備・改良）工事、歩道設置（整備・改良・補修）工事、 

舗装改修（補修・復旧）工事、 

橋梁補修工事、橋梁附属施設設置工事、 

電線共同溝工事、電線類地中化工事、 

河川堤防天端整備工事、急傾斜地崩壊防止工事、 

災害復旧工事、応急対策（復旧）工事 
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上記のほか、設計図書において措置の適用除外である旨規定された工事につい 

ては、緩和措置を受けることができない。 

(3)受注者は、常駐義務の緩和措置を受けるにあたり次の各号に掲げる事項を現場代理

人に遵守させなければならない。 

① 監督職員と常に携帯電話等で連絡が取れる体制を確保するとともに、監督職員

から要請があった場合は速やかに工事現場に向かう等の対応が取れること。 

② 契約金額が 4,000 万円未満の工事であることのみが緩和理由となっている期

間については、現場代理人は1 日1 回以上当該工事現場に駐在し、業務に当たる

こと。 

(4)発注者は、前項が遵守されていないと認められる場合や安全管理の不徹底による事

故の発生など受注者の現場体制の不備が認められる場合は、緩和措置の承諾を取り

消すことがある。 

３．他の工事との兼任 

(1) 受注者は、近接工事として間接費が調整された工事間においては、現場代理人を

兼任させることができる。 

(2)請負者は、いずれも常駐義務が緩和された工事または期間においては、同一事務所

発注かつ同一市町村内の２つまでの工事で、両工事の監督職員の承諾を得て現場代

理人を兼任させることができる。 

(3)請負者は、現場代理人を兼任させるにあたり、現場代理人に監督職員と常に携帯電

話等で連絡が取れる体制を確保させるとともに、監督職員から要請があった場合は

速やかに工事現場に向かう等の対応を取らさなければならない。 

(4)発注者は、前項が遵守されていないと認められる場合や安全管理の不徹底による事

故の発生など受注者の現場体制の不備が認められる場合は、兼任の承諾を取り消す

ことがある。 

４．現場代理人の雇用確認 

現場代理人について当該社員として直接的な雇用関係を確認する書類は下表による

こととする。受注者は、発注者が直接雇用に関する証明書類（原本）の提示を求めた

場合は、提示に応じなければならない。証明書類の写しの提出は不要とするが、万一、

写しを提出する際には、健康保険被保険者証の保険者番号及び被保険者等記号・番号、

及びQRコード等にはマスキングを施さなければならない。 



附則-21 

 

 

１－１－45 配置技術者の取扱い 

(1)受注者は、配置技術者について当該社員として入札公告で定める雇用関係を有する

ものを配置しなければならない。 

(2)発注者は、配置技術者が受注者と入札公告で定める雇用関係を有していないことを

発見した場合、また、その後に適切な配置技術者を配置できなかった場合は、発注

者による契約 解除の対象となる場合がある。 

なお、提出書類の虚偽記載又は契約解除を理由として大阪府建設工事入札参加停

止要綱に基づく入札参加停止措置を行う場合がある。 

２ 配置技術者の雇用確認 

配置技術者について当該社員として直接的かつ恒常的な雇用関係（以下、「直接雇

用等」という。）を確認する書類は下表によることとする。 

受注者は、発注者が直接雇用等に関する証明書類（原本）の提示を求めた場合は、

提示に応じなければならない。証明書類の写しの提出は不要とするが、万一、写しを

提出する際には、健康保険被保険者証の保険者番号及び被保険者等記号・番号、及び

QRコード等にはマスキングを施さなければならない。 

 

 
３．その他 

その他ここに定めのない事項は、監理技術者制度運用マニュアルに準じる。 
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第２章 土 工 

第１節 適用 

２－１－１ 掘削工  

１．掘削部の安全施工 

掘削及び法面工等の施工に当たり、土砂崩落等危険と判断されるときは、危険防止

のための対策を設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とす

る。 
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第３章 無筋・鉄筋コンクリート 

第３節 総則 

３－１－１ 適用 

１．コンクリート用スラグ細骨材 

受注者は、コンクリートに使用する細骨材に、コンクリート用スラグ細骨材（JIS A 

5011）を使用する場合は、単位体積質量が設計質量を超えることにより、設計上不利

にならないように、設計質量以下となるように配合（混合）しなければならない。 

２．塩化物総量規制 

受注者は、コンクリート中の塩化物総量規制については、「コンクリート中の塩化

物総量規制及びアルカリ骨材反応抑制対策実施要領のⅠコンクリート中の塩化物総量

規制」によるほか、次によらなければならない。 

①現場配合のコンクリートについても、レディーミクストコンクリートと同様とする。 

②容器その他の器具は、コンクリート中のアルカリ等に侵されずまた測定結果に悪い

影響を及ぼさない材質を有し、塩化物の付着等がないように洗浄した後、表面の水

分を取り除いたものを用いなければならない。 

   ③測定結果は、土木請負工事必携に掲載する様式により提出しなければならない。 ま

た、測定値を後日確認できるよう計器の表示部等を測定ごとにカラーで写真撮影し、

監督職員に提出しなければならない。 

３．アルカリ骨材反応試験 

受注者は、アルカリ骨材反応試験については、「コンクリート中の塩化物総量規制

及びアルカリ骨材反応抑制対策実施要領」のⅡアルカリ骨材反応抑制対策によるほか、

次によらなければならない。 

(1)アルカリ骨材反応試験の結果、無害でないと判定された骨材を使用する場合は次に

よるものとする。 

①レディーミクストコンクリートを使用する場合 

レディーミクストコンクリート生産者と協議して抑制対策の３項目のうち用い

る抑制対策を決め、監督職員に報告しなければならない。 

②コンクリート製品を使用する場合 

製造業者に抑制対策の３項目のうち用いた抑制対策を報告させ、監督職員に報

告しなければならない。 

③現場でコンクリートを製造して使用する場合 

現場における骨材事情、セメントの選択の余地等を考慮し、抑制対策の３項目

のうち用いる抑制対策を決め、監督職員に報告しなければならない。 

(2)記録の保存 

実施した対策及び確認した結果は、とりまとめて監督職員に提出しなければなら

ない。 

４．テストハンマーによる強度推定調査 

(1)受注者は高さが５ｍ以上の鉄筋コンクリート擁壁、内空断面積が25㎡以上の鉄筋コ



附則-24 

 

ンクリートカルバート類、橋梁上・下部工、トンネル及び高さが３ｍ以上の堰・水

門・樋門（いずれの工種についてもプレキャスト製品及びプレストレストコンクリ

ートは除く）の施工に際し、施工完了時（埋戻し前）にテストハンマーによる強度

測定調査を実施しなければならない。 

なお、調査時期は、材令 28 日～91 日の間に実施することを原則とするが、や

むを得ず原則期間内に実施できない場合は、下記の方法に従い、再調査の必要性を

判断する。 

①材令 10 日目で調査を行う場合は、推定強度を 1.55 倍して評価する。 

②材令 20 日目で調査を行う場合は、推定強度を 1.12 倍して評価する。 

③材令 10～28 日の間で調査を行う場合は、前後の補正値を比例配分して得られる

補正値を用いて評価する。 

④材令 10 日以前の調査は、適切な評価が困難なことから実施しない。ただし、早

強セメントは適用外とする。 

⑤材令 92 日以降の調査では、材令 28～91 日の間で調査を行う場合と同様に推定

強度の補正は行わない。 

(2)テストハンマーによる強度推定調査は、鉄筋コンクリート擁壁、カルバート及びト

ンネルについては目地間を１構造物の単位とする。但し、100ｍを超えるトンネルに

ついては100ｍを超えた箇所以降は、30ｍ程度毎に１箇所を調査単位とする。その他

の構造物については強度が同じブロックを１構造物の単位とし、各単位につき３ヵ

所の調査を実施するものとする。 

(3)受注者は、調査の結果、所定の強度が得られない場合については、その箇所の周辺

において、再調査を５ヶ所実施しなければならない。 

(4)測定方法については、「硬化コンクリートのテストハンマー強度の試験法

（JSCE-G504）」により実施するものとする。 

(5)受注者は、テストハンマー強度推定調査を実施する場合は、事前に段階確認に係わ

る報告を所定の様式により監督職員に提出しなければならない。 

また、監督職員から段階確認の実施について通知があった場合には、受注者は、

段階確認を受けなければならない。 

(6)受注者は、テストハンマーによる強度推定調査を実施した結果を土木請負工事必携

に掲載する様式により監督職員に提出しなければならない。 

(7)受注者は、再調査を実施した場合において、平均強度が所定の強度を得られない時

もしくは１カ所の強度が設計強度の85％を下回った時は、圧縮強度試験による確認

を行い対処方法について監督職員と協議しなければならない。 

５．圧縮強度試験による確認 

(1)受注者は、テストハンマーによる強度推定調査の再調査の平均強度が所定の強度が

得られない場合、もしくは１カ所の強度が設計強度の85％を下回った場合は、所定

の強度が得られない箇所の付近において原位置のコアを採取し、圧縮強度試験を実

施しなければならない。  

なお、本調査については工事請負契約書第17条によるものとする。 

(2)受注者はコアを採取する場合は、設置された鉄筋を損傷させないよう十分な検討を
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行い、採取位置、供試体の抜き取り寸法等について監督職員と協議しなければなら

ない。 

(3)受注者はコアの抜き取り及び圧縮強度試験については、「コンクリートからのコア

及び梁の抜き取り方法並びに強度試験法（JIS A 1107）」により実施するものとす

る。 

(4)受注者は、圧縮強度試験を実施する場合は、事前に段階確認に係わる報告を所定の

様式により監督職員に提出しなければならない。 

また、監督職員から段階確認の実施について通知があった場合には、請負者は、

段階確認を受けなければならない。 

(5)受注者は、圧縮強度試験を実施した結果を土木請負工事必携に掲載する様式により、

監督職員に提出しなければならない。 

６．ひび割れ発生状況の調査 

(1)受注者は、高さが５ｍ以上の鉄筋コンクリート擁壁（ただしプレキャスト製品は除

く。）内空断面積が25㎡以上の鉄筋コンクリートカルバート類、橋梁上・下部工（但

し、ＰＣは除く）、トンネル及び高さが３ｍ以上の堰・水門・樋門の施工完了時に、

ひび割れ発生状況の調査を実施しなければならない。 

(2)調査方法は、0.2㎜以上のひび割れ幅について、展開図を作成するものとし、展開

図に対応する写真についても提出するものとする。また、ひび割れ等変状の認めら

れた部分をマーキングするものとする。 

(3)受注者は、ひび割れ発生状況の調査を実施した結果を土木請負工事必携に掲載する

様式により、監督職員に提出しなければならない。 

７．微破壊・非破壊試験によるコンクリートの強度測定 

新設のコンクリート構造物のうち、橋長３０ｍ以上の橋梁上部工事及び橋梁下部工

事については、微破壊・非破壊試験を用いて、コンクリート構造物の強度が適正に確

保されていることを確認することで品質管理を行うものとし、受注者は、次の各号の

規定に基づき微破壊・非破壊試験を実施するものとする。なお、試験に要する費用は

共通仮設費率内（技術管理費）に含まれる。 

（１）受注者は、「微破壊・非破壊試験によるコンクリート構造物の強度測定要領」

（以下、「要領」という。）に基づき実施するものとする。また、測定方法や測

定箇所等については、施工計画書に記載し提出するとともに、測定結果について

は測定結果報告書（「要領3.4 測定に関する資料の提出等」参照）を作成し提出

するものとする。なお、要領については、土木請負工事必携を参照するものとす

る。 

（２）受注者は、本測定の実施に関する資料を整備、保管し、監督職員からの請求が

あった場合は遅滞なく提示するとともに検査時に提出しなければならない。 

（３）受注者が行う非破壊試験に対し、１工事につき１回以上監督職員が立会すると

ともに、監督職員が選定する任意の位置（１箇所以上）で非破壊試験を実施し測

定結果報告書を提出するものとする。 

（４）これらに定められていない場合は、監督職員と協議するものとする。 
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８．非破壊試験よる配筋状態及びかぶり測定 

新設のコンクリート構造物のうち、橋梁上部工事、橋梁下部工事及び重要構造物で

ある内空断面積25ｍ2 以上のボックスカルバート（工場製作のプレキャスト製品は全

ての工種において対象外）においては、非破壊試験を用いてコンクリート構造物中の

鉄筋の配筋状態及びかぶりが適正に確保されていることを確認することで品質管理を

行うものとし、受注者は、次の各号の規定に基づき非破壊試験を実施するものとする。 

なお、試験に要する費用は、共通仮設費率内（技術管理費）に含まれる。 

（１）受注者は、「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測

定要領」（以下、「要領」という。）に基づき日常の施工管理を実施するものと

する。また、測定方法や測定箇所等については、施工計画書に記載し提出すると

ともに、測定結果については測定結果報告書（「要領3.4 測定に関する資料の提

出等」参照）を作成し提出するものとする。なお、要領については、土木請負工

事必携を参照するものとする。 

（２）受注者は、本測定の実施に関する資料を整備、保管し、監督職員からの請求が

あった場合は遅滞なく提示するとともに検査時に提出しなければならない。 

（３）受注者が行う非破壊試験に対し、１工事につき１回以上監督職員が立会すると

ともに、監督職員が選定する任意の位置（１箇所以上）で非破壊試験を実施し測

定結果報告書を提出するものとする。 

（４）これらに定められていない場合は、監督職員と協議するものとする。 

 

第３節 レディーミクストコンクリート 

３－３－２ 工場の選定 

 受注者は、レディーミクストコンクリートを使用する場合は、JISマーク表示認証工場の

製品を使用するものとする。ただし、JISマーク表示認証工場以外の製品を使用するときは、

監督職員の確認を得なければならない。 

また、コンクリートの規格は、設計図書に規定のある場合を除き、原則として次表のと

おりとし、スランプの許容範囲は±2.5cmとする。ただし、トンネルにおける水セメント

比や、ベノト杭等における単位セメント量については設計図書による。 

区分 記号 

生コンク

リート 

呼び強度 

(N/㎟) 

設計基準

強度 

(N/㎟) 

スランプ

(cm) 

粗骨材の 

最大寸法(mm) 

水ｾﾒﾝﾄ

比 

(W/C) 

無筋コンク 

リート構造物 

の場合 

BB 18 18 8 

設計図書による 

（40 又は 20～

25） 

60%以下 

鉄筋コンクリー 

ト構造物の場合 
BB 24 24 12 20～25 55%以下 

現場の鉄筋コンクリート構造物の施工にあたっては、「流動性を高めた現場打ちコンク

リートの活用に関するガイドライン（平成29年3月）」を基本とすること。 

受注者は、設計図書のスランプ値を変更する場合、コンクリート標準示方書（施工編）
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の「最小スランプの目安」等に基づき協議資料を作成し、監督職員へ提出し協議するもの

とする。 

 

３－３－３ 配合 

１．コンクリートの水・セメント比 

受注者は、工事に使用するコンクリートの水・セメント比は、鉄筋コンクリートに

ついては55％以下、無筋コンクリートについては60％以下とするものとする。 

但し、水セメント比の上限値の変更に伴い呼び強度を変更する場合は、設計変更の

対象としないものとする｡ 

また、配合上の理由により呼び強度のみをランクアップする場合には、材料規格の

変更に関し、打合せ簿による監督職員の承諾は不要とする。 

２．単位水量測定 

レディーミクストコンクリートの使用量が 1 日あたり 100 ㎥以上を施工するコンク

リート工においては、「レディーミクストコンクリート単位水量測定要領（案）」に基

づき、単位推量の測定を実施するものとする。 

測定機器は、測定要領の 2.測定機器によるものとし、使用する機器を施工計画書に記

載するものとする。 

 

第６節 運搬・打設 

３－６－４ 打設 

１．コンクリート圧送工事現場点検 

受注者はコンクリートポンプを用いる場合は、始業前点検およびポンプ車規格、配

管径、落下防止措置等に関する点検を行わなければならない。点検にあたっては、土

木請負工事必携で定める様式「コンクリート圧送工事現場点検表」を用いるものとす

る。 

２．岩盤に接する場合のコンクリート打設 

裏型枠を施工せず背面にコンクリートのペーラインを見込んだ現場打ちコンクリー

ト擁壁等の背面が岩盤に接する場合には、原則として裏型枠を用いず、余掘部分につ

いては、本体と同一のコンクリートで施工するものとする。 

また、橋台、橋脚、鉄筋コンクリート擁壁等の構造物で直接岩盤上に基礎を築造す

る場合は、原則として砕石基礎は施工しないものとし、余掘部分については、均しコ

ンクリート（18N/mm2）を施工するものとする。 

 

３－６－９ 養生 

１．一般事項 

コンクリートの養生については、通常の施工方法としているが、寒中コンクリート

としての施工を行う必要がある場合には、コンクリートの配合、強度、構造物の種類、

断面の厚さ、外気温度等を考慮してその方法及び期間、養生温度等を計画して、監督

職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。 
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第７節 鉄筋工 

３－７－４ 組立て 

１．スペーサー 

受注者は、鉄筋のかぶりを保つようにスペーサーを設置するものとする。スペーサ

ーは、構造物の側面については１㎡当たり原則２個以上、構造物の底面には１㎡当た

り原則４個以上を設置するものとする。 

なお、スペーサーの個数については、鉄筋組立て完了時に段階確認を受けるものと

する。 

 

第８節 型枠・支保 

３－８－２ 構造 

１．支保工 

支保工等の設置のための基礎用鋼材、整地及び地盤改良等が必要になった場合は、

設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。 
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第２編 材 料 編 

第１章 一般事項 

第１節 総則 

１－１－１ 適用 

１．再生資材の利用 

(1)受注者は、設計図書に規定のある場合を除き、下記のとおり再生資材の使用を原則

とする。ただし、再生材製造工場の都合等により下記の再生資材の使用が困難な場

合については、監督職員と協議のうえ新材とするものとし、設計変更の対象とする。 

 

 

 

(2)再生資材を使用する場合は、下記により品質が適正なものであるか確認のうえ使用

するものとする。 

①上記再生資材を路盤材または舗装材として使用する場合の品質等は「舗装再生便

覧」によるものとし、品質管理試験は、別表を標準とする。 

②再生クラッシャーランを基礎材として使用する場合の品質は、「舗装再生便覧」

及び「コンクリート副産物の再利用に関する用途別暫定品質基準（案）」による

ものとし、構造物の立地条件等を考慮して適正な品質のものを使用するものとす

る。 

なお、河川に関わる工事（低水護岸等の水際工作物）のコンクリートブロック

張（積）、石張（積）の基礎材として使用する場合は、アスファルト塊の混入し

たものを使用してはならない。 

③再生クラッシャーラン（RC－40）を河川に関わる工事（低水護岸等の水際工作物） 

のコンクリートブロック張（積）・石張（積）の天端工及び胴込・裏込材に使用
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する場合は、アスファルト塊は不可とし、かつ、すり減り減量が50％以下の品質

のものを使用する。 

④再生骨材は、木屑、紙、プラスチック、れんが等の混入物を有害量含んではなら

ない。 

⑤再生粒度調整砕石を路盤材として使用する場合の品質等は「舗装再生便覧」によ

るものとする。 

［別表］ 

工種 種別 試験項目 試験頻度 

アスファルト 

コンクリート 

再 生 骨 材 

材料 アスファルト抽出後の骨材粒度 

舗装再生便覧に 

よる 

旧アスファルト含有量 

旧アスファルト針入度 

骨材の微粒分量試験 

再生用添加剤 

(アスファルト系 

及び石油潤滑油系) 

材料 動粘度 

引火点 

薄膜加熱後の粘度比 

薄膜加熱質量変化率 

密度 

組成分析 

再生アスファルト 材料 針入度 

軟化点 

伸 度 

トルエン可溶分 

引火点 

薄膜加熱質量変化率 

薄膜加熱針入度残留率 

蒸留後の針入度比 

密度 

 

(3)再生コンクリート砂を工作物の埋戻し材料等として、透水性を有し、浸透した水が

土壌又は公共用水域へ拡散するおそれのある個所に使用する際には、六価クロムに

ついてあらかじめ土壌の汚染に係る環境基準に適合することを確認しなければなら

ない。確認の方法は、平成 3年 8月 23 日付け環境庁告示第 46号に規定される測定

方法に基づかなければならない。 

なお、試料には再生コンクリート砂製品を直接使用し、1 購入先当たり 1 検体の

試験を行うものとする。 

 

第２節 工事材料の品質 

１－２－１ 工事材料品質及び検査（確認を含む） 

１．側溝製品 
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受注者は、当該工事で使用する「コンクリート二次製品標準図集（側溝・水路編）」

（平成12年３月近畿地方建設局）で規定する側溝製品の使用に当たっては、品質証明

書等を照合して確認した資料を事前に監督職員に提出し、確認を受けなければならな

い。 

２．ゴム製品等の品質確認 

（品質確認） 

受注者は、東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)で製造された製品や材料（以下、

ゴム製品等とする。別表参照）を用いる場合には、同社が製造するゴム製品等に対し

て受注者が指定した第三者（東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)と資本面・人事

面で関係がない者）によって作成された品質を証明する書類を提出し、監督職員の確

認を得るものとする。 

なお、必要な品質証明書は、以下の試験及び検査において、製品に応じて必要な規

格について取得するものとする。 

試験名 計 測 項 目 

通常状態での試験（常態試験） 硬さ、比重、引張強度、伸び 

熱老化試験 熱老化前後での変化率（硬さ、比重、

引張強度、伸び） 

圧縮永久ひずみ試験 圧縮による残留歪み 

製品検査 外観、寸法、性能 

 

（品質確認をした場合における契約不適合責任の取扱い） 

第三者による品質証明書類を提出し監督職員の確認を得た場合であっても、後に製

品不良等が判明した場合に受注者の契約不適合責任が免責されるものではない。 

 

別表 

製品及び材料名 

防振ゴム ディーゼルエンジン用防振ゴム 

ゴム製軸継手 

産業機械用空気ばね 

芝保護材  

落橋防止用ゴム  

道路資材 車止め（ガードコーン） 

視線誘導標・車線分離標 

弾性舗装材 ゴムチップ舗装材 

建築防止材  

※代表的な製品例である。 
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第２章 土木工事材料 

第３節 骨 材 

２－３－３ アスファルト舗装用骨材  

１．粗細骨材の品質について承諾を必要とする場合  

本工事のアスファルトコンクリートに使用する粗細骨材の品質については、監督職

員の承諾を得るものとする。 

 

第５節 鋼 材 

２－５－12 鋼製ぐい及び鋼矢板  

１．鋼矢板 

河川構造物（仮設は除く）に鋼矢板を使用する場合は、原則としてJIS A5523-SYW295

もしくはSYW390を用いるものとする。 

２－５－16 ガードレール（路側用、分離帯用） 

１．一般事項 

本工事に使用するガードレールについては、溶融亜鉛めっき仕上げ（塗装仕上げ）

とする。 

ただし、ガードレールに使用する支柱キャップの材質は、樹脂性とする。  

 

第６節 セメント及び混和材料 

２－６－１ 一般事項 

１．セメント及び混和材 

無筋・鉄筋構造物（橋梁上部工を除く）で設計基準強度σck＝24N/㎜２以下のもの

及び場所打杭等の次に示すものは、高炉セメントＢ種を使用するものとする。なお、

セメントコンクリート用骨材のアルカリシリカ反応性試験結果が、無害の場合または

抑制対策を行う場合は、品質に問題がないことを確認できる資料を事前に監督職員に

提出し、確認を受けて普通ポルトランドセメントを使用することができる。ただし、

設計変更の対象とはしないものとする。 
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第７節 セメントコンクリート製品 

２－７－２ セメントコンクリート製品 

１．品質規格 

本工事に使用する材料の品質規格は、土木工事共通仕様書及び「コンクリート二次

製品標準図集（側溝・水路編）」（H12.３月近畿地方建設局）によるものとする。 

なお、「標準図集」に示す構造規格（案）を満足する側溝等の使用に当たっては、

監督職員の承諾を得て使用することができるものとし、それに係る請負代金の変更は、

行わないものとする。 

ただし、設計図書等は設計変更の対象とする。 

 

第８節 瀝青材料 

２－８－１ 一般瀝青材料 

１．アスファルト混合物事前審査 

(1)受注者は、アスファルト混合物事前審査委員会の事前審査で認定した加熱アスファ

ルト混合物を使用する場合は、事前に認定書（認定証、混合物総括表）の写しを監

督職員に提出できるものとする。この場合、土木工事共通仕様書によらず、アスフ

ァルト混合物及び混合物の材料に関する品質証明書、試験成績表の提出及び配合設

計、試験練りを省略することができる。 

(2)事前審査制度認定書による場合の「品質管理基準」は以下のとおりとする。 

 

［注１］監督職員の指示があった場合は、試験結果一覧表を提出するものとする。 
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第３編 土木工事共通編 

第１章 総 則 

第１節 総 則 

１－１－６ 監督職員による確認及び立会等 

１．一般事項 

監督職員の行う段階確認においては、現場代理人又は監理技術者等（監理技術者、

監理技術者補佐又は主任技術者）、若しくは、あらかじめ監督職員の承諾を得た者が

臨場の上 、確認を受けなければならない。 

２．段階確認 

受注者は、土木請負工事必携に掲載している請負工事監督技術基準（別表 1）段階

確認一覧に示す各種別及び監督職員の指示した種別等の施工段階においては、段階確

認を受けなければならない。 

３．建設現場における遠隔臨場の試行 

各工事においては、「段階確認に伴う手待ち時間の削減や確認書類の簡素化」、発

注者（監督員）における「現場臨場の削減による効率的な時間の活用」等を目指し、

ウェアラブルカメラ等による映像と音声の双方向通信を使用して「段階確認」・「材

料確認 」・「立会」の遠隔臨場を実施することができる。なお、実施を希望する場合

は、監督職員と協議の上、『建設現場の遠隔臨場に関する試行要領（案）』（以下URL

参照）の内容に従い実施する。 

URL：http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyokanri/giken/enkakurinjyo.html 

 

実施内容 

(1)段階確認・材料確認、立会での確認 

(2)受注者がウェアラブルカメラ等により撮影した映像と音声を監督職員等へ同時

配信を行い、双方向の通信により会話しながら確認し、試行内容に応じて録画す

る。試行内容については、受注者との協議により実施するものとする。 

(3)ウェアラブルカメラとは、ヘルメットや体に装着や着用可能（ウェアラブル；

Wearable）なデジタルカメラの総称であり使用製品を限定するものではない。一

般的なAndroid やi-Phone 等のモバイル端末を使用することも可能である。なお、

ウェアラブルカメラ等の使用は、「段階確認」・「材料確認」・「立会」だけで

はなく、現場不一致、事故などの報告時等でも活用効果が期待されることから、

受注者の創意工夫等、自発的に実施する行為を妨げるものではない。 

(4)映像と音声の録画を必要とする場合は、確認実施者が工事監督支援業務におけ

る現場技術員の場合とする。この場合、現場技術員は使用するPC にて録画し、

DVD-R等の記録媒体に保管して発注者に提出するものとする（当面、電子納品成果

品及び情報共有システムによる提出の対象外とする）。 

（2）機器の準備 

本試行工事に要するウェアラブルカメラ等の映像と音声の配信に必要な機器等は
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受注者が手配、設置するものとし、詳細については、監督職員と協議し決定するも

のとする。 

（3）効果の検証 

本試行工事を通じた効果の検証及び課題の抽出に関するアンケート調査に協力す

るものとする。詳細は、監督職員の指示による。 

（4）費用 

遠隔臨場の実施に必要な費用については、受注者の負担とする。ただし、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止対策等のために必要と認められる場合には、設計変更

の対象とする。 

４．落橋防止装置の設置 

受注者は、既設橋脚等に落橋防止装置を設置する場合、アンカーボルト定着後にお

いて段階確認を受けなければならない。段階確認の方法は、土木工事共通仕様書によ

るものとする。なお、段階確認時においてアンカーボルト定着長の 30％程度は超音波

探傷器による確認を行うので、あらかじめ準備を行うものとする。 

 

１－１－７ 数量の算出 

１．出来形数量の提出 

受注者は工事の進捗に応じて出来形数量を算出しその結果を期日までに監督職員に

提出するものとする。また、これとは別に監督職員が指示する場合は、その期日まで

に監督職員に提出するものとする。 

なお、工事完成図及びその寸法には、出来形測量の結果を記載するものとする。 

 

１－１－９ 工事完成図書の納品 

１．電子納品及び情報共有システムの活用 

(1)受注者は、大阪府情報共有システムの利用による電子媒体での書類提出および完成

図書の電子納品を実施するものとする。 

電子納品及び情報共有システムの利用については、下記基準類に基づくものとす

る。 

①大阪府都市整備部電子納品要領(案)[工事編](大阪府都市整備部)  

②大阪府情報共有システム利用マニュアル（大阪府都市整備部） 

なお、上記基準類は、大阪府都市整備部のホームページに掲載している。 

（http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyokanri/giken/index.html） 

(2)なお、橋梁上部工事を除き、当初発注時の予定価格が90,000千円未満の工事につい

ては、情報共有システムの利用は必須ではなく、工事完成書類についても竣工写真

以外は電子納品を行わず、紙媒体による提出で良いものとする。 

(3)上記に定めのない事項については、監督職員と協議の上、これを定める。 

２．国土地盤情報データベースへの地盤情報の登録 

受注者は、設計図書においてボーリングによる土質・地質調査を実施することとな

っている工事においては、地盤情報を「一般財団法人国土地盤情報センター」の検定

を受けた上で、「国土地盤情報データベース」に登録しなければならない。受注者は、



附則-36 

 

地盤情報の利用の可否について、大阪府電子納品要領（案）【業務委託編】に基づき、

事前協議における発注者の指示に従って成果品データに「公開可否コード」（ここで

は、「公開可」を「利用可」、「公開不可」を「利用不可」と読み替えるものとする。）

を記入した上で、検定の申込を行うこととする。なお、検定に要する費用については

設計変更の対象とする 。また、受注者は、納品の際に、一般財団法人国土地盤情報セ

ンターから受領した検定証明書を発注者に対して提出し、成果が検定済みであること

を報告することとする。なお、電子納品の場合には、大阪府電子納品要領（案）【工

事編】に規定されている格納フォルダORING/OTHRS に検定証明書（PDF ファイル）を

格納することをもって、提出する成果が検定済みであることを報告することができる。 

 

１－１－１０ 技術検査 

１．検査の実施 

検査の実施は、完成、既済部分（完済を含む）の検査時期及び当該工事の主工種を

考慮し、施工上の重要な変化点（一部供用開始を行う時点等）の段階で実施するもの

とする。 

２．中間技術検査の実施 

受注者は、工事における下記の時期において、中間技術検査を受検するものとする。 

１ 重要構造物の配筋工事が完了したとき 

２ 重要構造物の基礎工事が完了したとき 

３ 重要構造物が埋設される前 

４ えん堤等のマスコンクリート構造物基礎岩盤掘削完了時 

５ 完成検査時には足場等の撤去ため、検査が出来ない部分の完了時 

６ 部分使用を行う前 

３．検査の内容 

検査は、検査日の前日までの出来形を対象として設計図書と対比し、次の各号に掲

げる検査を行うものとする。 

① 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を

行う。 

②工事管理状況について、書類、記録及び写真、ビデオ等に基づき検査を行う。 

４．提出資料 

受注者は、検査時に確認できる完成部分（部分完成を含む）については、設計図書

を複写して色分け（完成部分を赤色）して 2 部提出しなければならない。 

５．引渡し 

受注者は、この検査により確認した出来形部分の工事目的物の引渡しは行なわない

ものとし、引渡しまで善良に管理するものとする。 

 

１－１－１７ 工事現場における説明性向上 

  １．一般事項 

受注者は、事業名、事業の内容・効果、工事名、工事内容、連絡先を記した工事説

明書を作成し、近隣住民等から事業内容等の説明を求められた場合は、工事の安全確
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保に支障のない範囲において、当該工事説明書を配布する等、工事現場の説明性の向

上を図るものとする。 

また、受注者は、工事現場作業員に対し、工事内容及び事業目的・効果を周知する

ものとする。 

 

第２章 一 般 施 工 

第３節 共通的工種 

２－３－３ 作業土工（床掘り・埋戻し） 

１．一般事項 

受注者は、設計図書における土及び岩の分類の境界を、確かめられた時点で、監督

職員の確認を受けなければならない。 

 

２－３－９ 区画線工 

１．溶融式区画線 

(1)溶融式区画線の規格は次表のとおりとする。 

 

 

(2)排水性舗装の区画線の規格は次表のとおりとするが、交差点部等による横断線・文 

字等については、溶融式を標準とする。  

 

 

(3)溶融式区画線の「かし担保」期間は、18 ケ月とする。 ただし、上記「かし担保」

期間内でタイヤチェーン等に依る損傷が明らかな場合は、このかぎりではない。 

 

２．ペイント式区画線 
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(1)ペイント式区画線の規格は次表のとおりとする。 

 

 

(2)ペイント式区画線の「かし担保」期間は下記のとおりにする。 

名称 かし担保期間 備考 

外側線 18ヶ月  

車線中央線・車線境界線 10ヶ月  

 

２－３－25 銘板工 

１．橋歴版 

鋼橋上部及び鋼製橋脚に取付ける橋歴板については、次の各号によるものとする。 

（1）取付け位置は、落下による第三者被害を防ぐこと及び橋歴板の内容確認が容易な

箇所に設置するものとする。 

（2）上部構造においては、基本的に壁高欄の内側（又は地覆部）に設置することを原

則とする。 

（3）下部構造においては、地上より 50cm 程度の低い位置に設置することを基本とす

る。 

ただし、橋歴板の内容確認が容易でない場合（河川上、海上、谷等）は上部構造

の考え方に準ずるものとする。 

（4）設置方法は、埋込又はボルトにより固定する。鋼部材に取り付ける場合は、鋼材

と橋歴板の間に絶 縁体を挿入するものとし、締め付けた後、外周にシーリング材

を設け封止する。橋脚は貫通ボルトにより固定する。 

（5）橋歴板の材質については、上下部構造の種別に関わらず【JIS G 5501】（ねずみ

鋳鉄品）を用いるものとする。また、やむを得ず第三者被害の可能性あるいはその

他の特別な理由（塩害対策等）により、腐食防止策を必要とする場合には、塗装に

替えて溶融亜鉛メッキ仕様とする。 

（6）ボルトは普通ボルトのＭ８を標準とし、溶融亜鉛メッキ仕様とする。 

 

第４節 基礎工 

２－４－３ 基礎工（護岸） 

１．目地 

伸縮目地の施工間隔は10ｍを標準とするが、これによりがたい場合は、設計図書に

関して監督職員と協議し、設計変更の対象とする。 

 

２－４－４ 既製杭工 

１．セメントミルク噴出攪拌方式による中堀杭工法 
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杭基礎施工便覧（平成19年1月）に示されている工法（「民間開発建設技術の技術

審査証明事業（事業認定規定昭和62年７月建設省公示）」で認定された工法を含む）

に適応しない工法を採用する場合の載荷試験の試験費用等については、設計変更の対

象としないものとする。ただし、現地条件により工法を変更する場合は、除くものと

する。 

２．現場溶接部検査 

現場溶接完了後肉眼によって溶接部のわれ、ビット、サイズ不足、アンダーカット、

オーバーラップ、溶け落ちなどの有害な欠陥を、すべての溶接部について検査しなけ

ればならない。また大径、大肉厚の鋼管杭の継手部で放射線透過試験を実施する場合

は、JIS Z 3104に従って行い、その結果が３類以上であれば合格とする。 

検査の結果発見された欠陥のうち強度上有害と判断されるものは、必ず手直しを行

わなければならない。 

なお、補修方法については第10 編第 4 章 4-3-3 桁製作工に準ずるものとする。 

 

２－４－５ 場所打杭工 

１．杭径の確認 

受注者は、オールケーシング工法による全ての場所打杭について、床掘完了後（杭

頭余盛部の撤去前）に杭頭部の杭径を確認するとともに、その状況について写真撮影

を行い監督職員に提出するものとする。 

その際、杭径が出来形管理基準を満たさない状況が発生した場合は、補修方法等に

ついて監督職員と協議を行うものとする。 

なお、上記の検討及び補修に要する費用については、受注者が負担するものとする。 

 

２－４－９ 鋼管矢板基礎工 

１．現場溶接 

現場溶接完了後肉眼によって溶接部のわれ、ビット、サイズ不足、アンダーカット、

オーバーラップ、溶け落ちなどの有害な欠陥を、すべての溶接部について検査しなけ

ればならない。また大径、大肉厚の鋼管杭の継手部で放射線透過試験を実施する場合

は、JIS Z 3104に従って行い、その結果が３類以上であれば合格とする。 

検査の結果発見された欠陥のうち強度上有害と判断されるものは、必ず手直しを行

わなければならない。 

なお、補修方法については第 10 編第 4 章 4-3-3 桁製作工に準ずるものとする。 

 

第５節 石・ブロック積（張）工 

２－５－１ 一般事項 

１．水抜き 

水抜き孔はVP－50とし、２～３㎡に１箇所設けるものとする。 

２．目地 

伸縮目地の施工間隔は10ｍとする。 なお、目地はコンクリート裏まで設けるものと

する。 
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３．余掘処理 

背面が岩盤に接する場合は、裏込砕石を施工しないものとし、余掘部分については、 

胴込又は裏込コンクリートと同一のコンクリートで施工するものとする。 

４．遮水シート 

遮水シートの構造は、設計図の通りとする。止水シートのシボの形状寸法は設計図

を標準とする。 

 

第６節 一般舗装工 

２－６－３ アスファルト舗装の材料 

１．粒度範囲 

(1)骨材の粒度範囲 （アスファルト安定処理）は、次表のとおりとする。 

 

 

［注］アスファルト事前審査で認定をうけている場合又は、上表の粒度分布を満足で

きることが確認できる資料を提出し、確認を受けた場合は20㎜に変更することが

できる。ただし、設計変更の対象としない。  

 

(2)再生加熱アスファルト安定処理の骨材の粒度範囲は次表のとおりとする。 

 

［注］アスファルト事前審査で認定をうけている場合又は、上表の粒度分布を満足で
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きることが確認できる資料を提出し、確認を受けた場合は20㎜に変更することが

できる。ただし、設計変更の対象としない。 

２．再生用添加剤の品質 

再生加熱アスファルト混合物の再生用添加剤は、アスファルト系又は、石油潤滑油

系とする。 

３．配合 

(1)本工事に使用するアスファルト混合物の種類等は次表のとおりとする。 

 

設計アスファルト量は、アスファルト共通範囲の中央値を目標とし、その値が標

準アスファルト量の±0.3％以内を満足しない場合は、配合設計の見直し等を行う

ものとする。 

 

(2)本工事に使用する再生加熱アスファルト混合物の種類等は下表のとおりとする。 

 

設計アスファルト量は、アスファルト共通範囲の中央値を目標とし、その値が標

準アスファルト量の±0.3％以内を満足しない場合は、配合設計の見直し等を行う

ものとする。  

４．プライムコート工 

瀝青材料は石油アスファルト乳剤（PK－３）とし、使用量は１ℓ/㎡～２ℓ/㎡とする。 

５．タックコート工 

瀝青材料は石油アスファルト乳剤（PK－４）とし、使用量は0.3ℓ/㎡～0.6ℓ/㎡とす

る。 

 

２－６－４ コンクリート舗装の材料 

１．アスファルト中間層一般 

本工事に使用するアスファルトコンクリートの種 類は次表のとおりとする。 

 



附則-42 

 

 

 

第10節 仮設工 

２－10－２ 工事用道路工 

１．工事用道路 

(1)本工事の施工に当り、工事用道路等が必要となった場合は、設計図書に関して監督

職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。 

(2)工事用道路において路面補修が生じた場合は設計図書に関して監督職員と協議す

るものとし設計変更の対象とする。 

 

２－10－５ 土留・仮締切工 

１．土留 

現道に近接している箇所の施工にあたり、交通処理等のため、土留工が必要となっ

た場合は、設計図書に関して監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。 

 

 

第14節 法面工（共通） 

２－14－２ 植生工 

１．張芝工 

張芝は野芝（土付）とする。 

２．筋芝工 

筋芝は、野芝（土付）とし、芝巾14㎝程度、芝間隔は30㎝で施工するものとする。  

３．人工筋芝工 

人工筋芝は、種子帯とし、種子巾15㎝程度、種子間隔は30㎝で施工するものとする。 

４．西洋芝工 

西洋芝の使用量は、1,000㎡当り 100ブッシェルとする。ただし、１ブッシェルは

2,500ストロン以上とし、１ストロンは２～３以上の根の付いたものを使用すること。 

 

２－14－３ 吹付工 

１．目地 

縦伸縮目地は、平滑な場合20ｍ毎に設けるものとする。 

２．水抜き 

水抜き孔はＶＵ－50とし、２～４㎡に１箇所設けるものとする。 

２－14－４ 法枠工 

１．法枠工 

コンクリート及びモルタルの配合は、次表を標準とする。なお、配合については、

所定の強度が得られることを確認できる資料を事前に監督職員に提出し、確認を受け
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るものとする。 
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第４編 共 通・その他 

第１章 共 通 

１－１ 工期設定 

１．工期設定 

工期には、鋼材の調達に必要な日数を見込んでいるが、不測の事態により鋼材の入手

時 期に遅延が生じた場合は、工期の変更について監督職員と協議するものとする。 

２．適正な履行の確保について 

受注者は、工期末には工事請負契約書第 24 条による協議期間の 14 日間の確保を図

るとともに、事前に監督職員から協議のために必要な関係書類の提出を求められた場合

には、 これに応じられるよう履行しなければならない。 

 

１－２ 建築物等の解体作業等における石綿の適切な対応について 

１．一般事項 

石綿障害予防規制に基づき、解体等の作業における保護具の装着、湿潤を保つ措置を

行う費用、石綿の使用の有無を分析によって調査した場合に要する費用、特別の教育を

受注者が実施する場合の費用については、当初積算で計上していないため、それらに要

した費用について監督職員と協議するものとし、設計変更の対象とする。 

また、石綿の使用の有無を分析によって調査する場合の工期の変更についても、契約

書の関係条項に基づき適切に変更することとする。 

 

１－３ 配置技術者 

１．専任期間の取り扱い 

監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者）の工事現場への専任に

よる配置を要する場合において、その専任期間の取り扱いは以下のとおりとする。 

(1)現場施工に着手する日が確定していない場合 

(2)請負契約の締結後、現場施工に着工するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の

搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、監理技術者等（監理技術

者、監理技術者補佐又は主任技術者）の工事現場への専任を要しない。なお、現場施

工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。 

(3)工事完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間について

は、監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者）の工事現場への専

任を要しない。なお、検査が終了した日 は、発注者が検査の合格について受注者に通

知した日とする。 

(4)工場製作の過程を含む工事の場合 

①橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作

のみが行われている期間については、監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐

又は主任技術者）の専任を要しない。なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作

過程においても、建設工事を適正に施工するため、監理技術者等がこれを管理する
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必要があるが、当該工場製作過程において、 同一工場内で他の同種工事に係る製作

と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが 出来る場合は、同一の監理技術者等

がこれらの製作を一括して管理することができる。 

２．交代の取り扱い 

(1)監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者）については、本工事

の配置技術者調書に記載された配置予 定技術者を契約期間中当該工事の現場に配置

すること。（専任・非専任については建設 業法による。）なお、下記に該当する場合

で監督職員と協議の上認められたもの以外は、 当該技術者を交代することはできない

ものとする。 

① 病気により職務の遂行ができないと判断された場合 

② 死亡した場合 

③退職した場合 

④ 真にやむを得ない理由により転勤となる場合 

⑤発注者の責により工期延期となる場合 

⑥工期が２年以上の長期に渡る工事で１年以上の期間連続して従事した場合 

(2)配置技術者を交代する場合は、本工事の配置技術者調書に定められた配置予定技術

者に係るすべての条件に満足し、かつ配置技術者調書に記載された当初の配置予定技

術者 と同等以上の者を配置しなければならない。ただし、交代後の配置技術者の

CORINSへの実績登録については、従事期間及び従事内容を考慮して登録を認めない場

合がある。また、上記(1)⑥により配置技術者を交代する場合は新旧技術者の引継期間

について発注者と協議するものとする。 

(3)橋梁上部工事等で工期に工場製作のみの稼動期間が見込まれている場合は、現場代

理人等通知書に各監理技術者等（監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者）の氏

名及び担当項目等を列記すること。 

 

３．特例監理技術者の取扱い 

建設業法第26条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「特例監理

技術者」という。）及び監理技術者を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）

の配置についての取扱いは、以下のとおりとする。 

１)以下のいずれかに該当する工事は、特例監理技術者の配置を認めないものとする。 

２)大規模工事 

・予定価格が等級区分Aにあたる金額以上の工事 

３)監理技術者の実績を求める工事等 

・入札参加資格において監理技術者の実績等を求める工事※ 

・総合評価落札方式において監理技術者の実績等を評価した工事※ 

※ただし、同等以上の監理技術者補佐を配置する場合は除く 

なお、特例監理技術者の配置が可能な工事か否かについては、入札公告による。 

４)特例監理技術者を配置する場合には、次の条件を全て満たさなければならない。 

①監理技術者補佐を専任で配置すること。 

②監理技術者補佐は、一級施工管理技士補又は一級施工管理技士等の国家資格者、学 
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歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理技術者補

佐の建設業法第２７条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技

術検定種目と同じであること。 

③監理技術者補佐は入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

④同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとする。 

⑤特例監理技術者が兼務できる工事は、大阪府内で施工される工事でなければならな

い。ただし、大阪府発注の工事には限らない。 

⑥特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程

の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 

⑦特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 

⑧監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。 

⑨維持工事の場合において、特例監理技術者が兼務できる工事は維持工事以外の工事

でなければならない。 

※ここでいう「維持工事」とは通年維持工事等の社会機能の維持に不可欠な工事（24

時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事）をいう。 

⑩受注者が特例監理技術者を配置する場合には、「特例監理技術者の配置に関する届

出書」（別添様式）に必要書類を添付して提出すること。 

⑪特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場

合は適切にコリンズ（CORINS）への登録を行うこと。 

⑫入札参加資格において監理技術者に実績等を求めた場合や、総合評価落札方式等に

おいて監理技術者の実績等が評価を受けた場合、監理技術者補佐は当該監理技術者

と同等以上の実績等を有する者であること。また、監理技術者補佐の実績等を評価

するために必要な資料を提出すること。 

 

１－４ 三者施工協議会 

１．協議会の目的等 

本工事が三者施工協議会の試行対象工事である旨明示がある場合、発注者、受注者及

び当該工事の詳細設計を担当したコンサルタント（以下「コンサルタント」という）に

より 三者施工協議会を開催するものとする。 

協議会は、当該工事に係る設計意図を設計者から受注者に正確に伝えるとともに、設

計思想・設計条件・現場条件の確認及び三者の責任範囲の明確化を図ることにより、公

共工事の品質確保促進及び円滑な事業推進を目的とするものである。 

２．構成員 

三者施工協議会の構成員は次のとおりとする。 

①発注者：主任監督員、監督員、副監督員（必要に応じ総括監督員）等 

②受注者：現場代理人、監理技術者（主任技術者） 

③コンサルタント及び関連地質調査業者等：詳細設計担当技術者、管理技術者等 

３．開催時期等 

三者施工協議会は受注者が設計図書等を照査した後に開催するものとする。また、設

計及び施工を検証し、三者施工協議会の成果を書面にて報告するものとする。 
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なお、現場条件の特殊性の必要に応じ工事着手後に設計内容に関する確認等を行う必

要が生じた場合には、監督員の指示により開催することが出来る。 

４．費用等 

三者施工協議会の開催に必要となるコンサルタント経費については設計図書によるも

のとする。 

受注者は、コンサルタントと契約書を締結の上、監督員に写しを提出するものとする。 

また、監督員の指示により開催回数に変更が生じた場合は設計変更の対象とする。 

 

１－５ 契約締結後の VE 提案 

１．定義 

VE 提案とは、契約書第 19 条の 2 第 1 項の規定に基づき、設計図書に定める工事目

的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減する施工方法等に係る設計

図書の変更について、受注者が発注者に対して行う提案をいう。 

２．VE 提案の範囲 

受注者が VE 提案を行う範囲は、設計図書に定められている内容のうち工事材料及び

施工方法に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として工事目的物の

変更を伴わないものとする。 

３．VE 提案書の提出 

(1)受注者は、前項の VE 提案を行う場合は、次に掲げる事項を「VE 提案書」に記載し、

発注者に提出しなければならない。 

①VE 提案の概要、設計図書の内容との対比及び提案理由 

②VE 提案の実施方法に関する事項（当初提案に係る施工上の条件等を含む。） 

③VE 提案が採用された場合の請負代金額の概算低減額及び算出根拠 

④発注者が別途発注する関連工事との関係 

⑤工業所有権等の排他的権利を含む VE 提案である場合、その取扱いに関する事項 

⑥その他 VE 提案が採用された場合に留意すべき事項 

(2)発注者は、提案された VE 提案書に関する追加的な資料、図書その他の書類の提出

を受 注者に求めることができるものとする。 

(3)受注者は、第１項の VE 提案書を契約の締結日より、当該 VE 提案に係る部分の施

工に着手する日の 35 日前までに発注者に提出しなければならない。 

(4)VE 提案の提出費用は、受注者の負担とする。 

４．VE 提案の審査 

VE 提案の審査にあたっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性等を

評価する。 

５．VE 提案の採否等 

(1)以下の提案は、VE 提案に含めないものとする。 

①施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案（ただし、特段の事情

があると認められる場合を除く。） 

②契約書第 18 条に基づき設計図書の変更をすべきであると認められる提案 

③入札時に競争参加資格要件として求めた同種工事又は、類似工事の範囲を超えるよ
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うな工事材料又は施工方法の変更の提案 

(2)発注者は、VE 提案書の受領後 14 日以内に書面（「VE 提案採否通知書」）により VE 

提案の採否について受注者に通知する。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を

延長することができるものとする。 

(3)提出された VE 提案を採用しない場合の前項の通知は、その理由を付して行う。 

(4) VE 提案による設計図書の変更は、契約書第 19 条の２第２項の規定により行い、

この場合において、必要があると認めるときは契約書第 24 条に規定する方法で請負

代金額を変更する。 

(5)前項の変更を行う場合においては、VE 提案により請負代金額が低減すると見込まれ

る額の10分の5に相当する金額をVE 管理費として設計図書に計上し、これを削減しな

いものとする。 

(6)VE 提案を採用した後に契約書第 18 条第 4 項の規定による変更（以下「条件変更」

という。）を行った場合において、発注者が VE 提案に対する変更案を求めたときは、

受注者は、これに応じるものとする。 

(7)VE 提案による設計図書の変更を行った後に条件変更を行う場合には、VE 管理費の 

額を変更しないものとする。ただし、双方の責めに帰すことができない事由により、

工事の続行が不可能となり、又は著しく請負代金額の低減額が減少した場合において

は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。 

６．VE 提案の使用 

VE 提案については、その内容が一般的に使用されている状態となった場合に限り、そ 

の後の工事において無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利

を有する提案については、この限りでない。 

７．責任の所在 

発注者が VE 提案を採用したことにより、設計図書の変更を行った場合においても、

VE 提案を行った受注者の責任が否定されるものではない。 

８．疑義事項 

その他、疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。 

 

１－６ 火災保険等 

１．対象工事と保険等の種類 

受注者は、下表の保険等に付さなければならない。 

対象工事 保険の種類 

建築工事一般（新築・増築・改装） 「建設工事保険」 

建築設備工事 「組立保険」または「火災保険」 

機械、電気設備工事 「組立保険」 

土木工事、機械、電気設備工事 法定外の「労災保険」 

 

２．加入手続き等 

(1)保険の名義は、契約者及び被保険者とも受注者とする。 
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(2)保険金額については、 

①建設工事保険、組立保険は、請負代金額を保険金額とする。 

②火災保険は、請負金額の80％以上を保険金額とする。 

(3)保険期間については、現場着手日を始期とし、検査期間等を考慮して工期末より 1

ヶ月程度の余裕を持って加入するものとする。 

(4)受注者は、保険契約締結後、保険証書の写しを監督職員に提出するものとする（法

定外の労災保険については、監督職員から指示のあった場合に提出する）。 

１－７ 地域社会への貢献等 

１．一般事項 

受注者は、工事施工にあたって創意工夫・技術力に関する項目・地域社会への貢献と

して評価できる項目を自ら立案し、実施することが出来る。この場合は、施工計画書に

その計画案を記載し、監督職員に提出するものとする。 

また、受注者は、地域社会へ貢献等のあったと評価できる項目に関する事項について

工事完了までに以下の様式により提出することができる。 

 

高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施説明書 

工 事 名  受注者名  

提案項目  

提案内容  

（提案内容） 

 

 

（添付図） 

 

 

※説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別葉とする。 

 

１－８ 低入札価格工事における下請代金支払調査 

１．一般事項 

受注者は、低入札価格調査制度に基づく基準価格を下回る価格で契約した場合におい

ては、全ての下請負契約書に応じた領収書等支払い関係が証明できる書類の写しを提出

するなど、発注者が実施する調査に協力しなければならない。 

 

１－９ 一次下請負業者等への支払確認 

１．適用 

契約工期が6ヶ月を越えかつ下請負金額の総額が 4,500 万円（ただし建築一式工事に

あっては 7,000 万円）以上の工事において部分払いを受ける場合は、一次下請業者等

への支 払確認を行うものとする。 

２．部分払金支払計画書 
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受注者は、工事請負契約書第 37 条第 5 項の規定に基づく部分払金を請求する時は、

請求書に添えて部分払金支払計画書を監督職員に提出し、確認を受けなければならない。 

３．支払確認 

受注者は、発注者から部分払金を受領した後、部分払金支払計画書に記載した一次下

請負業者等への支払予定日以降すみやかに、当該一次下請負業者等に支払った事を証明

する書類（領収書等）の原本を監督職員に提示し確認を受けなければならない。また、

その写しを監督職員に堤出しなければならない。 

４．承諾書 

受注者は、上記の確認時おいて一次下請負業者等への支払いが完了していない場合、

又は手形で支払う場合において手形の期間が 120 日を超えている場合は、一次下請負

業者等がそれらについて承諾していることを証する書類（承諾書）を提出しなければな

らない。 

５．その他資料の確認 

受注者は、監督職員がその他の支払関係資料の確認が必要であると判断した場合は、

ヒアリング等に応じなければならない。 

 

第２章 そ の 他 

２－１ 植栽工 

１． 一般 

①本条は、樹木等を支給するもの、または、樹木等の発生品を使用する場合は、適用

しないものとする。 

②干害、塩害、風水害等に起因するものであっても、立ち枯れの状態のものについて

は、 前条を適用する。 

③植替を行った樹木等が再枯損した場合は、かし担保期間である１年間の範囲で再度

植替るものとする。 

④本工事における樹木等とは、次のものをいう。 樹木、芝、笹、その他設計図書に

定めた品目を対象とする。 

⑤植栽工事に関するかし担保期間は、１年間とする。 

２． 材料 

(1)樹木 

①品質、規格はすべて最低限度を示したものであるから同等以上のものでなければ

ならない。 

②必要に応じ現地（栽培地）において監督職員が確認を行うことがある。この場合

監督職員が確認してもその後の堀取り、荷造り、運搬等により現地搬入時不良と

なったものは使用してはならない。 

③植栽前には必ず監督職員の検査（確認を含む）を受けなければならない。 

④樹木は所定の寸法を有し、外観がよく、かつ根枝の発育が良好で病虫害の被害が

なくあらかじめ植え出しに耐えるように移植又は根廻しをした細根の多い栽培

品でなければならない。なお、特殊な場合に限り栽培品でない場合でもこれと同

等の品質であれば監督職員の承諾を得て使用することができる。 
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⑤指定寸法以下であっても、樹姿、枝張り、その他が特に優良であって監督職員の承

諾を得たものは使用することができる。 

(2)客土および間詰土 

①客土および間詰土は、雑草、がれき、ささ根等の混入および病虫害等に侵されてい

ないもので、あらかじめ資料を提出し監督職員の承諾を得たものでなければならな

い。 

②玉物、株物を密植する場合は、上層 30 ㎝の客土分、１本植の場合は埋戻し土につ

いて土壌改良材を混入するものとする。 なお、土壌改良材の使用材料、使用量等に

ついて監督職員の承諾を得て使用するものとする。 

(3)支柱およびその他材料 

①支柱、添木および控杭は規定の寸法を有し、割れ、腐れがなく平滑な幹材で、皮は

ぎ丸太とし、JIS K 1570（木材保存剤）に規定する木材保存剤 （ただし、クレオソ

ート油は「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律（昭和 48 年法律 112 

号）」に適合したものとする。）を用いた JIS A 9002（木質材料の加圧式保存処理

方法）による加圧式保存処理を行った木材を使用する。 

②竹は２年生以上で曲りがなく、ねばり強く、腐食、虫食、変色等がないものとする。 

③杉皮は大節、穴、割れおよび腐れのないものでなければならない。 

３． 植栽 

(1)運搬 

①樹木の運搬は枝幹等の損傷、はちくずれ等がないよう十分に保護養生を行わなけれ

ばならない。 

②樹木の堀取り、荷造りおよび運搬は１日の植付け量を考慮し、じん速かつ入念に行

わなければならない。 

(2)植付け 

①樹木植付けは、植栽しようとする樹木に応じて相当余裕のある植穴を掘り、がれき、  

不良土、その他樹木の生育に害のあるものは除去しなければならない。 

②植付けは、現場に応じて見栄えよく、また樹木の表裏をよく見極めたうえ植穴の中

心に植付けなければならない。 

③良質土を細かく砕き根回りにすきまなく入れて十分に水極めまたは土極めのうえ埋

戻しの必要に応じ水鉢をつくり地均しをしなければならない。 

④植栽箇所の堀削土その他の諸材料は一般交通の障害とならないようすみやかに処理

しなければならない。 

⑤支柱の結束は、くぎを打ち鉄線割かけとする。 

⑥寄植および株物植付けは既植樹木の配置を考慮して全般に過不足のないよう配植し

なければならない。 

４．移植 

(1)根廻し 

①樹種および移植予定時期を十分考慮し、一部の太根は切断せず、形成層の環状はく

皮を行う。 

②樹種の特性に応じて、枝の切りすかし、摘葉等のほか、風除支柱の取付等十分な養
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生を行うものとする。 

(2)堀取り 

①堀取りのはちの形および大きさは、樹勢や土壌の状態を考慮しながら太根ははちよ

りやや長めに切り取り、細根の発生している部分は必ず残す。 

②堀取りは初め垂直に掘り下げ、側根がなくなってから底部に向かって丸味をつけて

掘り下げる。 

(3)根巻き 

樹種、樹木の大きさ、根の形、移植の方法等に応じて適切に行うものとする。なお、

太根の切口は、わら等で十分養生し、細根の密生している部分はこれを傷付けないよ

うにして、はちに巻き込むものとする。 

(4)運搬 

①樹木の運搬は枝幹等の損傷、はちくずれ等がないよう十分に保護養生を行わなけれ

ばならない。 

②樹木の堀取り、荷造りおよび運搬は１日の植付け量を考慮し、じん速かつ入念に行

わなければならない。 

(5)植付け 

①樹木植付けは、植栽しようとする樹木に応じて相当余裕のある植穴を堀り、がれき、  

不良土、その他樹木の生育に害のあるものは除去しなければならない。 

②植付けは、現場に応じて見栄えよく、また樹木の表裏をよく見極めたうえ植穴の中

心に植付けなければならない。 

③良質土を細かく砕き根回りにすきまなく入れて十分に水極めまたは土極めのうえ埋

戻しの必要に応じ水鉢をつくり地均しをしなければならない。 

④植栽箇所の堀削土その他の諸材料は一般交通の障害とならないようすみやかに処理

しなければならない。 

⑤支柱の結束は、くぎを打ち鉄線割かけとする。 

⑥寄植および株物植付けは既植樹木の配置を考慮して全般に過不足のないよう配植し

なければならない。 

 

２－２ 仮設工一般 

１．一般事項 

仮設施工にあっては、事前に周辺地盤に及ぼす影響について十分検討を行い、施工す

るものとする。 

 

２－３ 仮盛土 

１．仮置き場所等 

盛土及び埋戻等に必要な材料の仮置き場所等が必要となった場合は、設計図書に関し

て監督職員と協議によるものとし、設計変更の対象とする。 

 

２－４ 袋詰玉石 

１．一般事項 
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本工事に使用する袋詰玉石用袋材については、建設大臣認定機関による審査証明を有

しているものとし、証明書の写しを監督職員に提出するものとする。 

 

２－５ 仮設工 

１．手すり先行型足場 

枠組足場の設置を必要とする場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚

生労働省 平成 21 年 4 月）」によるものとし、手すり先行工法の方式を採用した足場

に、二段手すり及び幅木の機能を有するものでなければならない。 

ただし、これにより難い場合は監督職員と協議のうえ設計変更の対象とする。上記に

おいて、「これにより難い場合」とは供給側に問題があり、手すり先行工法の足場を調

達する事が出来ない場合であり、受注者の都合で調達できない場合は認めないものとす

る。 

 

２－６ 橋台 ・橋脚工 

１．一般事項 

橋台躯体工、橋脚躯体工（構造物単位）のＴ形橋脚、壁式橋脚、逆Ｔ式橋台の数量は、 

翼壁を含む橋脚・橋台本体コンクリートの数量であり、型枠、足場、支保、コンクリー

ト関係の費用を含んでいる。 

また、雑工種として、基礎砕石・均しコンクリートを計上しているが、現地の状況に

より不要となる場合及び橋台・橋脚本体コンクリート数量に変更がある場合以外は、数

量の変更が生じても原則として設計変更の対象としない。なお、雑工種の出来形管理及

び品質管理については、仕様書及び図面に基づき適切に実施すること。 

 

２－７ 現場打擁壁工 

１．一般事項 

現場打擁壁工 （構造物単位） の小型擁壁、重力式擁壁、もたれ式擁壁、逆Ｔ型擁壁、 

Ｌ型擁壁の数量は、つま先版、かかと版、突起を含む擁壁本体コンクリートの数量（壁

高欄を除く。）であり、型枠、足場、コンクリート関係の費用を含んでいる。 

また、雑工種として、基礎砕石、均しコンクリート、目地材、水抜パイプ、吸出防止

材（点在）を計上しているが、現地の状況により不要となる場合及び擁壁本体コンクリ

ート数量に変更がある場合以外は、数量の変更が生じても原則として設計変更の対象と

しない。なお、雑工種の出来形及び品質管理については、仕様書及び図面に基づき適切

に実施すること。 

 

２－８ 現場打函渠工 

１．一般事項 

現場打函渠工 （構造物単位） の函渠工の数量は、ウイング、段落ち防止用枕を含む

函渠本体コンクリートの数量であり、型枠、足場、支保、コンクリート関係の費用を含

んでいる。 

また、雑工種として、基礎砕石、均しコンクリート、目地材、止水板を計上している
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が、現地の状況により不要となる場合及び函渠本体コンクリート数量に変更がある場合

以外は、数量の変更が生じても原則として設計変更の対象としない。なお、雑工種の出

来形管理及び品質管理については、仕様書及び図面に基づき適切に実施すること。 

 

２－９ 補強土壁工 

１．適用すべき諸基準 

〔土木研究センター〕補強土（テールアルメ）壁工法設計・施工マニュアル（最新版）

〔土木研究センター〕ジオテキスタイルを用いた補強土の設計･施工マニュアル（最新

版）〔土木研究センター〕多数アンカー式補強土壁工法設計･施工マニュアル（最新版）

〔大阪府〕補強土壁の設計・施工・維持管理要綱（平成 20 年 12 月） 

２．補強土工 

(1)受注者は、施工時の盛土材に不良土（粘性土等）が現れた場合は、検尺により概算

数量をまとめた上、監督職員に協議するものとする。 

(2)補強土壁の施工中において、降雨が予測される場合、受注者は素掘り水路やシート

張りなどにより、適切な排水対策を講ずることとする。 

(3)受注者は、出来高管理の一環として各段、測点毎の前後の施工誤差を記載した平面

図および側面図、展開図を監督職員に提出しなければならない。 

３．セメント改良等を行う場合 

(1)受注者は、盛土材と安定材の混合を行う前に現地盤の不陸整正や必要に応じて仮排

水路などを設置しなければならない。 

(2)受注者は、盛土材と安定材を均一に混合しなければならない。 

(3)受注者は、所定の安定材を散布機械または人力によって均等に散布しなければなら

ない。 

(4)受注者は、散布及び混合を行うにあたり、防塵対策の必要性について、監督職員と

協議しなければならない。 

 

２－10 不具合等発生時の措置について 

１．一般事項 

受注者は、工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合、また

は、公益通報者等から当該工事に関する情報が寄せられた場合には、その内容を監督職

員に直ちに通知しなければならない。 

 

２－11 地震発生時や水防体制時の対応 

１．防災体制 

受注者は、自然災害の防止等、防災対策については、天気予報、防災情報などに注意

を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立し、施工計画書に明記して

おくこと。 

特に地震発生時（工事現場の市町村が震度 4 以上）や水防活動時（大雨洪水警報発令

時等）は、現場区域のパトロールなど、現場の安全確保を行うこと。 

２．災害発生時の応急処置 
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災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させる

ものとし、応急処置を講じるとともに、直ちに関係機関に通報及び監督職員に連絡しな

ければならない。 

３．パトロール結果の報告 

受注者は、パトロール結果を監督職員に連絡しなければならない。 

 

２－12 下請負者の社会保険加入確認 

平成２６年４月１日以降の公告案件から、受注者は、全ての次数の下請負者の社会保険

加入状況を確認し、社会保険未加入者が確認された場合、「社会保険未加入状況報告書」

を、土木工事請負必携に定める様式により作成し、監督職員に提出しなければならない。 

 

２－13 再生骨材Ｍを用いたコンクリート 

本編は、構造物の解体などによって発生したコンクリート塊に対し、破砕、磨砕、分級

等の処理を行い製造したコンクリート用再生骨材Ｍ（以下、再生骨材Ｍという。）及びそ

れを骨材の全部又は一部に用いたコンクリート（以下、再生骨材コンクリートＭという。）

について規定するものである。 

コンクリート塊には、コンクリート製品、レディーミクストコンクリートの戻りコンク

リートを硬化させたものなどがある。なお、この規定はJIS A 5022-2012「再生骨材Ｍを用

いたコンクリート」によっている。 

 

１．種類 

再生骨材コンクリートＭの種類は、標準品及び対凍害品に区分し、粗骨材の最大寸法、

スランプ及び呼び強度を組み合わせた表310-1に示す○印とする。 

１．１．標準品1）：凍結融解抵抗性及び乾燥収縮に関する性能を特に規定しない再生骨

材コンクリートＭをいう。 

１．２.対凍害品2）：標準品に対して、凍結融解抵抗性をもつコンクリートをいい、以下

の全ての条件を満足する再生骨材コンクリートＭをいう。 

a) 粗骨材最大寸法は20mm又は25mmとする。 

b) 呼び強度は27以上とする。 

c) 空気量及びその許容差は(5.5±1.5)%とする。 

d) 粗骨材には、FM凍害指数3）が0.08以下のコンクリート用再生粗骨材Ｍを単独で

使用するか、又はFM凍害指数が0.08以下のコンクリート用再生粗骨材ＭとJIS 

A 5308「レディーミクストコンクリート」の附属書Ａに適合する骨材4）を併用

する。 

e) 細骨材には、JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」の附属書Ａに適合

する骨材を使用することとし、コンクリート用再生骨材Ｍは使用しない。 

(注-1)標準品は、乾燥収縮及び凍結融解の影響を受けにくい部材及び部位に使用

できる。 

(注-2)耐凍害品は、乾燥収縮の影響を受けにくい部材で、かつ凍結融解作用の影

響を受ける部材及び部位に使用できる。 
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(注-3)FM凍害指数は、再生粗骨材Ｍの凍結融解抵抗性を評価するための数値であ

る。JIS A 5022「再生骨材Ｍを用いたコンクリート」の附属書Ｄの試験で

得られる再生粗骨材試料の粗粒率(F.M.)の変化量で示される。 

(注-4)JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」の附属書Ａに適合する骨材

のうち、人口軽量骨材は除く。 

 

表310-1 再生骨材コンクリートＭの種類 

再生骨材コンク

リートＭの種類 

粗骨材の最

大寸法mm 

荷卸し地点での 

スランプcm 

呼び強度 

18 21 24 27 30 33 36 

標準品 20、25 8、10、12、15、18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

21 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

40 5、8、10、12、15 ○ ○ ○ ○ ○ - - 

耐凍害品 20、25 8、10、12、15、18、21 - - - ○ ○ ○ ○ 

 

２．品質 

２．１．圧縮強度 再生骨材コンクリートＭの圧縮強度は、6.2.の試験を行ったとき、 

3回の試験結果の平均値は購入者が指定した呼び強度の強度値5）以上、かつ、1回

の試験結果は購入者が指定した呼び強度の強度値5）の85%以上でなければならな

い。 

(注-5)呼び強度に小数点を付けて小数点以下1桁目を0とするN/mm2で表した値で

ある。 

２．２．スランプ スランプの許容差は、表310-2による。 

 

表310-2 荷卸し地点でのスランプの許容差 

                            単位 cm 

スランプ スランプの許容差 

5 ±1.5 

8以上18以下 ±2.5 

21 ±1.56） 

         (注-6)呼び強度27以上で、高性能AE減水剤を使用する場合は±2とする。 

２．３ 空気量 空気量及びその許容差は、表310-3による。 

 

表310-3 空気量及びその許容差 

                            単位 % 

再生コンクリートＭの種類 空気量 空気量の許容差 

標準品 4.5 ±2.0 

耐凍害品 5.5 ±1.5 

２．４．塩化物含有量 再生骨材コンクリートＭの塩化物含有量は、荷卸し地点で、塩

化物イオン(Cl-)量として0.30kg/m3以下とする。また、購入者の承認を受けた場
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合には、0.60kg/m3以下とすることができる。 

２．５．アルカリシリカ反応抑制対策 アルカリシリカ反応抑制対策は、JIS A 5022「再

生骨材Ｍを用いたコンクリート」の附属書Ｃによる。 

 

３．配合 再生コンクリートＭの配合は、次による。 

３．１．配合は、2.に規定する品質を満足し、かつ7.に規定する検査に合格するように、

生産者が定める。 

３．２．生産者は、再生骨材コンクリートＭ配合計画書を購入者に提示しなければなら

ない。なお、配合計画書の提出は、再生骨材コンクリートＭの配達に先立って行

う。 

３．３．生産者は、購入者の要求があれば、配合設計、再生骨材コンクリートＭに含ま

れる塩化物含有量の計算、及びアルカリシリカ反応抑制対策の方法の基礎となる

資料を提示しなければならない。 

 

 ４．材料 

４．１．セメント セメントは、JIS R 5210「ポルトランドセメント」、JIS R 5211「高

炉セメント」、JIS R 5213「フライアッシュセメント」及びJIS R 5214「エコセ

メント」のうち普通エコセメントのいずれかの規格に適合するものを用いる。 

４．２．骨材 骨材の使用形態は、次による。 

1）粗骨材は、4.2.1以降の規定に適合するコンクリート用再生粗骨材Ｍを単独で

使用するか、JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」の附属書Ａに適合

する粗骨材を併用する。ただし、JIS A 5308の附属書Ａのうち人口軽量骨材は

除く。 

2）細骨材は、4.2.1以降の規定に適合するコンクリート用再生細骨材Ｍを単独で

使用するか、JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」の附属書Ａに適合

する細骨材を併用する。ただし、JIS A 5308の附属書Ａのうち、人口軽量骨材

は除く。 

3）購入者と生産者が協議の上、粗骨材又は細骨材のどちらか一方の全部にJIS A 

5308「レディーミクストコンクリート」の附属書Ａに適合する骨材を用いてよ

い。ただし、JIS A 5308の附属書Ａのうち、人口軽量骨材は除く 

４．２．１ 再生骨材Ｍの種類及び区分は以下による。 

1）種類 再生骨材Ｍの種類は、表310-4による。 

 

表310-4 種類 

種類 記号 摘要 

再生粗骨材Ｍ ＲＭＧ 原コンクリート7）に対し、破砕、磨砕等の処理を行い、

必要に応じて粒度調整した粗骨材 

再生細骨材Ｍ ＲＭＳ 原コンクリートに対し、破砕、磨砕等の処理を行い、

必要に応じて粒度調整した細骨材 

（注-7）原コンクリートとは、再生骨材を製造するための原料となるコンクリート塊をいう。 
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2）粒径による区分 

再生骨材Ｍの粒径による区分は、表310-5による。 

 

 

 

表310-5 粒径による区分 

区分 粒の大きさの範囲 mm 記号 

再生粗骨材Ｍ 4005 40-5 RMG4005 

再生粗骨材Ｍ 2505 25-5 RMG2505 

再生粗骨材Ｍ 2005 20-5 RMG2005 

再生粗骨材Ｍ 1505 15-5 RMG1505 

再生粗骨材Ｍ 1305 13-5 RMG1305 

再生粗骨材Ｍ 1005 10-5 RMG1005 

再生粗骨材Ｍ 40203) 40-20 RMG4020 

再生粗骨材Ｍ 2515 25-15 RMG2515 

再生粗骨材Ｍ 2013 20-13 RMG2013 

再生粗骨材Ｍ 2510 25-10 RMG2510 

再生粗骨材Ｍ 2010 20-10 RMG2010 

再生粗骨材Ｍ 5以下 RMS 

（注-8）最大寸法40mm以上の骨材が用いられている原コンクリートから製造された再生骨材

に限る。 

3）アルカリシリカ反応性による区分 

再生骨材Ｍのアルカリシリカ反応性による区分は、表310-6による。 

 

表310-6 アルカリシリカ反応性による区分 

アルカリシリカ反応性による区分 摘要 

Ａ アルカリシリカ反応性が無害と判定されたもの 

Ｂ アルカリシリカ反応性が無害と判定された以外のもの 

 

４．２．２ 呼び方 

再生骨材Ｍの呼び方は、種類、粒度による区分、アルカリシリカ反応性による区分の

順に、表記する。（例：RMG 2005 A） 

４．２．３．再生骨材Ｍの中に含まれる不純物量 

再生骨材Ｍは、コンクリートの品質に悪影響を及ぼす不純物を有害量含んでいてはな

らない。表310-7に示す不純物の量は、JIS A 5022「再生骨材Ｍを用いたコンクリート」

附属書ＡのA.4.2によって試験を行い、表310-7の規定に適合しなければならない。アル

ミニウム片及び亜鉛片の量は、JIS A 5022「再生骨材Ｍを用いたコンクリート」附属書

ＡのA.4.3によって試験を行い、気体発生量が5ml以下でなければならない。 
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表310-7 不純物量の上限値 

分類 不純物の内容 上限値9） % 

Ａ タイル、れんが、陶磁器類、アスファルトコンクリート塊 1.0 

Ｂ ガラス片 0.5 

Ｃ 石こう及び石こうボード片 0.1 

Ｄ Ｃ以外の無機系ボード片 0.5 

Ｅ プラスチック片 0.210) 

Ｆ 木片、竹片、布切れ、紙くず及びアスファルト塊 0.1 

Ｇ アルミニウム、亜鉛以外の金属片 1.0 

－ 不純物量の合計（上記A-Gの不純物量の合計） 2.0 

（注-9）上限値は質量比で表し、各分類における不純物の内容の合計に対する値を示し

ている。 

(注-10)プラスチックの種類によっては、軟化点が低く、高温になるとコンクリートの

品質に悪影響を及ぼすことがあるので、コンクリートに蒸気養生又はオートクレープ

養生を施す場合には、プラスチック片の上限値を0.1％とするのがよい。 

 

４．２．４．再生骨材Ｍの物理的性質 

再生粗骨材Ｍ及び再生細骨材Ｍは、JIS A 5022「再生骨材Ｍを用いたコンクリート」

附属書ＡのA.4.4及びA.4.5によって試験を行い表310-8の規定に適合しなければならな

い。また、絶乾密度の許容差は、生産者と購入者が協議によって定めた絶乾密度に対し

て±0.1g/㎤とする。 

 

表310-8 再生骨材Ｍの物理的性質 

試験項目 再生粗骨材Ｍ 再生細骨材Ｍ 

絶乾密度11） g/㎤ 2.3以上 2.2以上 

吸水率11） ％ 5.0以下 7.0以下 

微粒分量 ％ 2.0以下 8.0以下 

(注-11)JIS A 5022「再生骨材Ｍを用いたコンクリート」附属書ＡのA.4.4によって行っ

た1回の試験結果についても、この規定に適合しなければならない。 

４．２．５ 再生骨材のアルカリシリカ反応性 

1）再生粗骨材Ｍのアルカリシリカ反応性 

再生粗骨材Ｍのアルカリシリカ反応性は、次の全ての条件を満足する場合、無害と

する。 

a) 原粗骨材12）及び原細骨材13）の全てが、特定14)される。 

b) 原粗骨材及び原細骨材の全て又は再生粗骨材Ｍが、JIS A 5022「再生骨材Ｍを

用いたコンクリート」附属書ＡのA.4.7に規定するアルカリシリカ反応性試験15）

で無害と判定される。 

2）再生細骨材Ｍのアルカリシリカ反応性 
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再生粗骨材Ｍのアルカリシリカ反応性は、次の全ての条件を満足する場合、無害と

する。 

a) 原粗骨材及び原細骨材の全てが、特定される。 

b) 原粗骨材及び原細骨材の全て又は再生細骨材Ｍが、JIS A 5022「再生骨材Ｍを

用いたコンクリート」附属書ＡのA.4.7に規定するアルカリシリカ反応性試験15）

で無害と判定される。 

(注-12)原粗骨材とは、原コンクリート中の粗骨材をいう。 

(注-13)原細骨材とは、原コンクリート中の細骨材をいう。 

(注-14)原骨材の特定方法は、JIS A 5021「コンクリート用再生骨材Ｈ」の附属書

Ａによる。 

(注-15)原骨材については、アルカリシリカ反応性試験は、原骨材ごとに行う。 

 

４．２．６ 再生粗骨材Ｍの凍結融解抵抗性 

再生粗骨材Ｍの凍結融解抵抗性は、JIS A 5022「再生骨材Ｍを用いたコンクリート」

附属書ＡのA.4.6の試験で得られるFM凍害指数から、表310-9のように評価する。 

 

表310-9 再生骨材Ｍの凍結融解抵抗性 

骨材種類 凍害指数 摘要 

再生粗骨材Ｍ 
0.08以下 耐凍害品に使用できる 

0.08を超える 耐凍害品に使用できない 

 

４．２．７ 再生骨材Ｍの粒度 

再生骨材Ｍの粒度は、JIS A 5022「再生骨材Ｍを用いたコンクリート」附属書Ａの

A.4.8によって試験を行い、表310-10に示す範囲のものでなければならない。ただし、

生産者は購入者と協議して粒度による区分ごとにふるいを通るものの質量分率の範囲

を変更することができる。 

なお、表310-10に示す範囲は、呼び寸法75㎛のふるいにとどまる試料を対象とする。 

再生粗骨材ＭをJIS A 5308「レディーミクストコンクリート」の附属書Ａに適合す

る粗骨材と混合する場合には、混合してできる再生粗骨材Ｍの粒度は、再生粗骨材Ｍ

4005、再生粗骨材Ｍ2505又は再生粗骨材Ｍ2005の規定を満足するものでなければなら

ない。 

再生細骨材ＭをJIS A 5308「レディーミクストコンクリート」の附属書Ａに適合す

る細骨材と混合する場合には、混合してできる再生細骨材Ｍの粒度は、再生細骨材Ｍ

の規定を満足するものでなければならない。 
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表310-10 粒度 

区分 

ふるいを通るものの質量百分率 ％ 

ふるいの呼び寸法16） mm 

50 40 25 20 15 13 10 5 2.5 1.2 0.6 0.3 0.15 

再生粗骨材 

Ｍ4005 

100 95-

100 

- 35-

70 

- - 10-

30 

0-5 - - - - - 

再生粗骨材 

Ｍ2505 

- 100 95-10

0 

- 30-

70 

- - 0-1

0 

0-5 - - - - 

再生粗骨材 

Ｍ2005 

- - 100 90-

100 

- - 20-

55 

0-1

0 

0-5 - - - - 

再生粗骨材 

Ｍ1505 

- - - 100 90-

100 

- 40-

70 

0-1

5 

0-5 - - - - 

再生粗骨材 

Ｍ1305 

- - - - 100 85-

100 

- 0-1

5 

0-5 - - - - 

再生粗骨材 

Ｍ1005 

- - - - - 100 90-

100 

0-1

5 

0-5 - - - - 

再生粗骨材 

Ｍ4020 

100 90-

100 

20-55 0-1

5 

- - 0-5 - - - - - - 

再生粗骨材 

Ｍ2515 

- 100 95-10

0 

- 0-1

5 

- 0-5 - - - - - - 

再生粗骨材 

Ｍ2015 

- - 100 90-

100 

0-1

5 

- 0-5 - - - - - - 

再生粗骨材 

Ｍ2513 

- 100 95-10

0 

- - 0-1

5 

0-5 - - - - - - 

再生粗骨材 

Ｍ2013 

- - 100 85-

100 

- 0-1

5 

0-5 - - - - - - 

再生粗骨材 

Ｍ2510 

- 100 95-10

0 

- - - 0-1

0 

0-5 - - - - - 

再生粗骨材 

Ｍ2010 

- - 100 90-

100 

- - 0-1

0 

0-5 - - - - - 

再生細骨材Ｍ - - - - - - 100 90-

100 

80-1

00 

50-9

0 

25-6

5 

10-3

5 

2-15 

(注-16) ふるいの呼び寸法は、それぞれJIS Z 8801-1に規定するふるいの公称目開き53mm、

37.5mm、26.5mm、19mm、16mm、9.5mm、4.75mm、2.36mm、1.18mm、600㎛、300㎛及

び150㎛である。 
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４．２．８ 再生骨材Ｍの粗粒率 

再生骨材Ｍの粗粒率の許容差は、生産者と購入者が協議によって定めた粗粒率に対

して±0.20とする。ただし、再生粗骨材Ｍが砂利、砕石などと、また、再生細骨材が

砂、砕砂などと混合されて使用される場合は、生産者は購入者と協議して粗粒率の許

容差を緩和できる。 

４．２．９ 連続する各ふるいの間にとどまる量 

再生細骨材Ｍは、表 310- 10 に示すいずれのふるいでも、連続する各ふるいの間に

とどまる量との差が45％以上になってはならない。 

４．２．10 粒形 

粒形は、次による。 

l) 再生粗骨材Ｍの粒形判定実績率は、JIS A 5022「再生骨材Ｍを用いたコンクリー

ト」附属ＡのA.4.9によって試験を行い、許容差を含めてその結果は55％以上でなけ

ればならない。また、その許容差は、生産者と購入者が協議によって定めた粒形判

定実績率に対して±1.5％とする。 

ただし、再生粗骨材Ｍが砂利、砕石などと混合されて使用される場合は、生産者は

購入者と協議して粒形判定実積率の許容差を緩和できる。 

2) 再生細骨材Ｍの粒形判定実績率は、JIS A 5022「再生骨材Ｍを用いたコンクリー

ト」附属書ＡのA.4.9によって試験を行い、許容差を含めてその結果5は3％以上でな

ければならない。また、その許容差は、生産者と購入者が協議によって定めた粒径

判定実績率に対して土1.5％とする。ただし、再生細骨材Ｍが砂、砕砂などと混合さ

れて使用される場合は、生産者は購入者と協議して粒形判定実積率の許容差を緩和

できる。 

４．２．11 塩化物量 

再生骨材Ｍの塩化物量17）は、JIS A 5022「再生骨材Ｍを用いたコンクリート」附属

書ＡのA.4.10によって試験を行い、0. 04％以下でなければならない。ただし、購入者

の承認を得て、その限度を0.1％以下とすることができる。 

（注-17) NaClに換算した値として示す。 

４．２．12 再生骨材Ｍの製造、貯蔵 

再生骨材Ｍの製造、貯蔵はJIS A 5022「再生骨材Ｍを用いたコンクリート」の附属

書Ａによる。 

４．２．13 再生骨材Ｍの試験方法 

試料は、再生骨材Ｍの代表的なものを採取し、合理的な方法で縮分する。不純物量

試験、アルミニウム片及び亜鉛片の試験、絶乾密度及び吸水率試験、微粒分量試験、

凍結融解試験、アルカリシリカ反応性試験、粒度試験、粒形判定実積率試験、塩化物

量試験は、JIS A 5022「再生骨材Ｍを用いたコンクリート」附属書ＡのA.4によって試

験を行う。 

４．２．14 再生骨材Ｍの検査 

再生骨材Ｍの検査は、次による。 
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a) 検査は、生産者と購入者との協議によって種類ごとにロットの大きさを決定し、

合理的な抜取検査方法によって試料を抜き取り、4.2.3から4.2.11の規定に適合

したものを合格とする。 

b) ロットの最大値は、1,500t 又は2週間で製造できる量のいずれか少ない量とする。 

c) 試料の絶乾密度は、JIS A 5022「再生骨材Ｍを用いたコンクリート」附書属Ａ

の A. 4. 4 によって求めた数値を用いる。 

d) アルカリシリカ反応性試験のロットの最大値は、条件に応じて次の1）～5) の

ように変更することができる。 

1) アルカリシリカ反応性試験で連続3回無害と判定された再生骨材Ｍについて

は、その後のアルカリシリカ反応性試験のロットの最大値は、1か月で製造

できる量とすることができる。 

2) 試験成績書等によって全ての原粗骨材及び全ての原細骨材のアルカリシリ 

カ反応性が無害と判定された再生粗骨材Ｍについては、アルカリシリカ反応

性試験のロットの最大値は、3か月で製造できる量とすることができる。 

3) 試験成績書等によって全ての原粗骨材及び全ての原細骨材のアルカリシリ 

カ反応性が無害と判定された再生細骨材Ｍについては、アルカリシリカ反応

性試験のロットの最大値は、3か月で製造できる量とすることができる。 

4) 4.2.5.1) において全ての原粗骨材及び全ての原細骨材がJIS A 5022「再生  

骨材Ｍを用いたコンクリート」附属書ＡのA.4.7のアルカリシリカ反応性試

験によって無害と判定された区分A の再生粗骨材Ｍは、アルカリシリカ反応

性試験を省略することができる。 

5) 4.2.5.2) において全ての原粗骨材及び全ての原細骨材がJIS A 5022「再生

骨材Ｍを用いたコンクリート」附属書ＡのA.4.7のアルカリシリカ反応性試

験によって無害と判定された区分A の再生細骨材Ｍは、アルカリシリカ反応

性試験を省略することができる。 

e) 再生粗骨材Ｍの凍結融解試験のロットの最大値は、500t 又は1週間で製造でき

る量のいずれか少ない量とする。ただし、次の全ての条件を満たす場合に、ロ

ットの最大値は3か月で製造できる量とすることができる。 

1)全ての原コンクリートが特定18）されていること。 

2)全ての原コンクリートがAE コンクリートであること。 

（注—18) 解体構造物等の工事記録、原コンクリートの配合報告書、原骨材の試験成績

書などによって、原コンクリートの種類、呼び強度、空気量及び原骨材種類が

明らかにできる場合は、原コンクリートは特定されたものとして扱う。 

４．２．15 再生骨材Ｍの検査データの保管、表示 

生産者は、検査によって得られた試験値の記録を所定の期間保管しなければならな

い。また、再生骨材Ｍの送り状には、種類・区分、生産者名、製造工場名及びその所

在地、製造時期及び出荷年月日、質量又は容積、納入先会社・工場名を表示しなけれ

ばならない。 

４．３．水 

水は、JIS  A 5308「レディーミクストコンクリート」の附属書Ｃに適合するものを
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用いる。 

４．４．混和材料 

混和材料は次による。 

a) フライアッシュはJIS A 6201、膨張材はJIS A 6202、化学混和剤はJIS A 6204、

防せい剤はJIS A 6205、高炉スラグ微粉末はJIS A 6206、シリカフュームはJIS 

A 6207の規格に適合するものを用いる。 

b) 上記以外の混和材料を使用する場合は、コンクリート及び銅材に有害な影轡を

及ぼさず、所定の品質及びその安定性が確かめられたもののうち、購入者が生

産者と協議のうえ指定するものを用いなければならない。 

 

５．製造方法 

再生骨材コンクリートＭの製造方法は、JIS A 5022「再生骨材Ｍを用いたコンクリー

ト」の附属書Ｂによる。 

 

６．試験方法 

６．１．試料採取方法 

試料採取方法は、JIS A 1115「フレッシュコンクリートの試料採取方法」による。 

６．２．圧縮強度 

圧縮強度の試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」JIS A 1132「コ

ンクリート強度試験用供試体の作り方」及びJIS A 5308「レディーミクストコンクリ

ート」の附属書Ｅによる。ただし、供試体の直径は、公称の寸法を用いてよい。また、

供試体は、作製後、脱型するまでの間、常温で保管する19)。 

（注-19) 供試体は、常温環境下で作製することが望ましい。常涅環境下での作製が困

難な場合は、作製後、速やかに常温環境下に移す。また、保管中は、できるだけ水分

が蒸発しないようにする。 

６．３．スランプ 

スランプの試験は、JIS A 1191「コンクリート補強用連続繊維シートの引張試験方

法」による。 

６．４．空気量 

空気量の試験は、JIS A 1128「フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験

方法－ 空気室圧力方法」又はJIS A 1116「フレッシュコンクリートの単位容積質量試

験方法及び空気量の質量による試験方法（質量方法）」のいずれかによる。 

６．５．塩化物含有量 

塩化物含有量は、次の式によって求める。ただしＣ0がマイナス算定された場合には、

Ｃ0= 4 x (Ｃ1  x Ｗ1) /100 とする。 

Ｃ0= 4 x [Ｃ1 x Ｗ1 -  (0.75- α) x Ｃ2x W2]/lOO 

ここに、Ｃ0：再生骨材コンクリートＭの塩化物含有量 (kg/㎥) 

Ｃ1：フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度(%) 

Ｗ1： 配合設計に用いた単位水量20）(kg/㎥) 

Ｃ2：セメント中の塩化物イオン濃度（％） 
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Ｗ2：配合設計に用いた単位セメント量20)(kg/㎥) 

α21）：塩化物イオン残存比 

なお、フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度の試験は、JIS A 1144「フ

レッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験方法」による。ただし、塩化物

イオン濃度の試験は、購入者から承認を得て、精度が確認された塩分含有量測定器に

よることができる。 

注記：フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度の試験では、直らに練混ぜ

水に溶出する再生骨材Ｍの塩化物イオン量は、その全含有の1/4程度に過ぎない。フレ

ッシュコンクリート中の水には、セメントの全塩化物イオン量、及び再生骨材Ｍの全

塩化物イオン量の1/4が溶出すると仮定し、再生骨材コンクリートＭの塩化物含有量を

算定することとした。 

（注-20) 配合計画書に示された値とする。 

（注—21) セメント中に含まれる全塩化物イオン量のうちフレッシュコンクリート中 

の水に溶け出さずにセメント中に残存している塩化物イオン量の比率であ

る。普通エコセメント以外のセメントを用いる場合には、α = O とする。

普通エコセメントを用いる場合には、セメント生産者から報告を受けた値と

する。 

６．６．容積 

容積の試験は、1  運搬車積載全質量をフレッシュコンクリートの単位 容積質量で

除して求める。1 運搬車中に積載された全質量は、その積載量に使用した全材料の質

量を総和して計算するか、荷卸しの前と後との運搬車の質量の差から計算する。 

 

７．検 査 

７．１．検査項目 

検査は、圧縮強度、スランプ、空気量及び塩化物含有量について行う。 

７．２．圧縮強度 

圧縮強度は、6. 2. の試験を行い、2. 1. の規定に適合すれば合格とする。試験頻

度は、150㎥について1回を標準とする。 

７．３．スランプ及び空気量 

スランプ及び空気量は6.3.及び6.4. の試験を行い、2. 2．及び2. 3. の規定にそれ

ぞれ適合すれば、合格とする。試験頻度は、150㎥について1 回を標準とする。また、

スランプ及び空気量試験の結果が許容の範囲を外れた場合には、1回に限り、新たな試

料を採取して、再試験できるものとする。 

７．４．塩化物含有量 再生骨材コンクリートＭの塩化物合有量の検査は、6. 5．の試験

を行い、2.4.の規定に適合すれば合格とする。なお、塩化物含有量の検査は、工場出

荷時に行うことができる。試験頻度は、1 日1 回を標準とする。 

７．５．指定事項 

購入者が4. 3 において指定した事項については、生産者と購入者との協議によって

検査方法を定め、検査を行う。 
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８．製品の呼び方 

再生骨材コンクリートＭの呼び方は、コンクリートの種類による記号（表310-10)、呼

び強度、スランプ、粗骨材の最大寸法及びセメントの種類による記号（表 310-11) の

順で表記する。（ 例：再生M2種標準 24 8 25 BB ） 

 

表 310-10 再生骨材コンクリートMの種類による記号 

コンクリートの種類

による記号 
粗骨材 細骨材 区分 

再生Ｍ1種 耐凍害 
粗骨材の全部又はその

一部が再生粗骨材Ｍ 

JIS A 5308の附属書Ａに適

合する細骨材 
耐凍害品 

再生Ｍ1種 標準 
粗骨材の全部又はその

一部が再生粗骨材Ｍ 
細骨材の全部又はその一

部が再生細骨材Ｍ 
標準品 

再生Ｍ2種 標準 

粗骨材の全部がJIS A 

5308の附属書Ａに適合

する粗骨材 

 

表 310-11 セメントの種類による記号 

 

種類 記号 種類 記号 

普通ポルトランドセメント N 耐硫酸塩ポルトランドセメント SR 

普通ポルトランドセメント（低アルカ

リ形） 

NL 耐硫酸塩ポルトランドセメント（低ア

ルカリ形） 

SRL 

早強ポルトランドセメント H 高炉セメントA種 BA 

早強ポルトランドセメント（低アルカ

リ形） 

HL 高炉セメントB種 BB 

超早強ボルトランドセメント UH 高炉セメントC種 BC 

超早強ポルトランドセメント（低アル

カリ形） 

UHL フライアッシュセメントA種 FA 

中庸熱ボルトランドセメント M フライアッシュセメントB種 FB 

中庸熱ポルトランドセメント（低アル

カリ形） 

ML フライアッシュセメントC種 FC 

低熱ボルトランドセメント L 普通エコセメント E 

低熱ボルトランドセメント（低アルカ

リ形）  

LL － - 

 

９．報 告 

９．１．再生骨材コンクリートＭ配合計画書及び基礎資料 

生産者は、3. 2．に示したように、再生骨材コンクリートＭの配達に先立って、JIS 

A 5022「再生骨材Ｍを用いたコンクリート」の表6による再生骨材コンクリートＭ配合
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計画書を購入者に提出しなければならない。また、3.3．に示したように、購入者の要

求があれば、配合設計などの基礎となる資料を提出しなければならない。 

スラッジ水を使用する場合は、購入者の要求があれば、生産者はJIS A 5308「レデ

ィーミクストコンクリート」のC. 6. 3 におけるスラッジ水の管理記録を提出しなけ

ればならない。 

９．２．再生骨材コンクリートＭ納入書 

生産者は、運搬の都度、1  運搬車ごとに、再生骨材コンクリートＭ納入書を購入者

に提出しなければならない。再生骨材コンクリートＭ納入書の標準の様式は、JIS A 

5022「再生骨材Ｍを用いたコンクリート」の表7による。 

 

【解説】 

再生骨材コンクリートＭの用途は、乾燥収縮の影響を受けない部材（例えば地中梁

や場所打ち杭など）にのみ適用するものとし、空気中に置かれるコンクリート構造物

には適用できない。 

また、再生骨材コンクリートＭの製造は、現場内でバッチャープラントを設置して

現場練りとして使用するか、JIS A 5022「再生骨材Ｍを用いたコンクリート」に適合

する再生骨材コンクリートＭを出荷できるプラントから購入して使用すること。 

 

２－14  再生骨材Ｌを用いたコンクリート 

本編は、構造物の解体などによって発生したコンクリート塊を破砕して製造したコン

クリート用再生骨材Ｌ（以下、再生骨材L という）及びそれを骨材の全部又一部に用い

たコンクリート（以下、再生骨材コンクリートＬという）について規定する。 

コンクリート塊には、コンクリート製品、レディーミクストコンクリートの戻りコン

クリートを硬化させたものなどがある。なお、この規定はJIS A 5023-2012「再生骨材L

を用いたコンクリート」によっている。 

１．種類 

再生コンクリートＬの種類は、次の3種類とする。 

１．１．標準品1） 

呼び強度を18, 21 又は24、粗骨材の最大寸法を20mm, 25mm 又は40mm、 荷卸し地

点におけるスランプを8cm,15cm又は18cmとする再生骨材コンクリートLをいう。な

お、空気量は規定しない。 

１．２．塩分規制品2） 

標準品の品質規定に加えて、荷卸し地点におけるフレッシュコンクリート中の塩

化物量を規制した再生骨材コンクリートＬをいう。 

１．３．仕様発注品3） 

購入者が再生骨材Lを除く材料及び配合を指定して発注する再生骨材コンクリー

トＬであり、呼び強度は18、21 及び24 である。なお、生産者は購入者から指定さ

れた材料及び配合に従い、コンクリートを製造する。 

（注-1） 標準品は、裏込めコンクリート、間詰めコンクリート、均しコンクリー

ト、捨てコンクリート等の、高い強度や高い耐久性が要求されない部材及
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び部位に使用する。また、標準品では通常高い凍結融解抵抗性を確保する

のが難しいため、凍結融解作用を受けない部材及び部位に使用する。 

（注—2） 塩分規制品は、標準品の品質に加えてフレッシュコンクリート中の塩化 

物含有量を規制したものであり、コンクリート構造物中に鉄筋を用い、か

つ長期に渡って鉄筋の発錆を抑制したい場合に、購入者が選択して用いる

ことができる。なお、塩分規制品は標準品と同様な部材及び部位に使用す

る。 

（注-3） 購入者は、設計段階において、再生骨材コンクリートＬを用いた構造物

の検討を十分に行った上で、自らの責任において、標準品や塩分規制品の

使用が望ましくない部分に対しても使用発注品を使用してよい。ただし、

購入者は、再生骨材Ｌ及び再生骨材コンクリートＬの特性、それを用いる

構造物の重要性及び要求性能、並びに構造物の置かれる環境の適用条件等

について、十分な知識と理解をもつことが必要である。 

２．品 質 

２．１．圧縮強度 

標準品と塩分規制品の圧縮強度は、6. 2に示す試験を行ったとき、3回の試験結果

の平均値は購入者が指定した呼び強度の強度値4 )以上、各１回の試験値は監督員が

指定した呼び強度値4)の85％以上でなければならない。強度試験における材齢は28

日とする。 

（注—4） 呼び強度に小数点を付けて少数点以下1けた目を0とするN/mm2で表した値

で ある。 

２．２．スランプ 

標準品と塩分規制品は、1. 1．に示したスランプの値に対する許容差は 土3cm

でなければならない。ただし、運搬中のスランプ低下量を適切に考慮している場合

には、受渡当事者間の協議によってスランプの値を工場出荷時5)において規定する

ことができる。この場合も許容差は士3cmとする。 

（注-5） トラックミキサを使用する場合には、練混ぜ後とする。 

２．３．塩化物含有量 

塩分規制品の塩化物含有量は、塩化物イオン(Cl-) 量として0. 30kg/m3以下でな

ければならない。ただし、購入者の承認を受けた場合には、0.60kg/m3以下とするこ

とができる。 

２．４．仕様発注品の品質 

購入者は、生産者と協議して、強度、粗骨材の最大寸法、スランプ、空気量、塩

化物含有量等を決定し、再生骨材Lを除く材料及び配合を指定する。指定された空

気量の許容差は土2.0％とする。 

 

３．配合 再生コンクリー卜Ｌの配合は、次による。 

３．１．標準品と塩分規制品の配合 

標準品及び塩分規制品の配合は、2．に規定する品質を満足し、かつ7．に規定す

る検査に合格するように、試験をして生産者が決める。ただし、水セメント比の最



附則-69 

 

大値は、65％とする。 

３．２．仕様発注品の配合 

仕様発注品の配合は、購入者が指定する。 

３．３．生産者は購入者の要求があれば、再生骨材コンクリートL配合計画書を提出し 

なければならない。 

３．４．生産者は、購入者の要求があれば、配合設計、再生骨材コンクリートLに含ま  

れる塩化物含有量の計算、及びアルカリシリカ反応抑制対策の方法の基礎資料を提

出しなければならない。 

 

４．材 料 

４．１ セメント セメントは、次による。 

a) セメントは、JIS R 5210「ポルトランドセメント」、JIS R 5211「高炉セメン

ト」、JIS R 5213「フライアッシュセメント」及びJIS R 5214「エコセメント」

のうち普通エコセメントのいずれかの規格に適合するものを用いる。 

b) アルカリシリカ反応性による区分（表311- 3) が “ B’' の再生骨材Lを用い

る場合、セメントはJ IS R 5210に適合するポルトランドセメント、JIS R 5211

に適合する高炉セメントB6 ) 、C種、JIS R 5213に適合するフライアッシュセメン

トB6 ) 、C種、又はJIS R 5214「エコセメント」に適合する普通エココセメントを

用いる。ただし、ポルトランドセメント又は普通エコセメントを使用する場合に

は、4.4.b) に規定するフライアッシュ7)又は高炉スラグ微粉末8 ) を混和して使用

する。 

（注-6） 高炉セメントの高炉スラグの分量（質量％）は40％以上、フライアッシ

ュセメントのフライアッシュの分量（質量％）は15％以上でなければなら

ない。 

（注—7） ポルトランドセメント又は普通エコセメントにフライアッシュを混和し

て用いる場合には、 フライアッシュは、ポルトランドセメント又は普通

エコセメントとフライアッシュとの質量の総和に対して15％以上でなけ

ればならない。 

（注-8） ポルトランドセメント又は普通工コセメントに高炉スラグ微粉末を混和

して用いる場合には、高炉スラグ微粉末は、ポルトランドセメント又は普

通工コセメントと高炉スラグ微粉末との質量の総和に対して40％以上で

なければならない。 

４．２．骨材 骨材の使用形態は、次による。 

1) 粗骨材は、4.2.1以降の規定に適合するコンクリート用再生粗骨材Ｌを単独で

使用するか、JIS A  5308「レディーミクストコンクリート」の附属書Ａに適

合する粗骨材、もしくはJIS A 5022「再生骨材Ｍを用いたコンクリート」の附

属書Ａに適合する再生粗骨材Ｍを混合して使用する。ただし、JIS A 5308の附

属書Ａのうち、人工軽量骨材は除く。 

2) 細骨材は、4. 2. 1 以降の規定に適合するコンクリート用再生細骨材Ｌを単独

で使用するか、JIS A 5308「レディーミクストコンクリート」の附属書Ａに適
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合する細骨材、もしくはJIS A 5022「再生骨材M を用いたコンクリート」の附

属書Ａに適合する再生細骨材Ｍを混合して使用するを併用する。ただし、JIS 

A5308の附属書Ａのうち、人工軽量骨材は除く。 

3) 購入者と生産者が協議の上、粗骨材又は細骨材のどちらか一方の全部にJIS 

A5308「レディーミクストコンクリート」の附属書Ａに適合する骨材、または、

JIS A 5022「再生骨材Mを用いたコンクリート」の附属書Aに適合する再生骨材

Mを用いてよい。ただし、JIS A 5308 の附属書Ａのうち、人工軽量骨材は除く。 

４．２．１ 再生骨材Lの種類及び区分は以下による。 

l) 種類 再生骨材Ｌの種類は、表311- 1 による。 

 

表311-1   種類 

種類 記号 摘要 

再生粗骨材Ｌ ＲＬＧ 原コンクリートに対し、破砕等の処理を行って製造した粗骨材 

再生細骨材Ｌ ＲＬＳ 原コンクリートに対し、破砕等の処理を行って製造した細骨材 

 

2)粒径による区分  再生骨材Lの粒径による区分は、表311- 2 による。 

表311- 2   粒度による区分 

粒度による区分 粒の大きさの範囲皿 記号 

再生粗骨材L 4005  40～5 RLG4005 

再生粗骨材L 2505 25～5 RLG2505 

再生粗骨材L 2005  20～5 RLG2005 

再生粗骨材L 4020 40～20 RLG4020 

再生細骨材L 5以下 RLS 

3)アルカリシリカ反応性による区分 再生骨材Ｌのアルカリシリカ反応性による区分

は、表 311- 3 による。 

 

表 311-3 アルカリシリカ反応性による区分 

アルカリシリカ反応性による区分 摘要 

Ａ アルカリシリカ反応性が無害と判定されたもの 

Ｂ アルカリシリカ反応性が無害と判定された以外のもの 

（注—9) 一般に、再生骨材L は、アルカリシリカ反応性による区分をＢとする。 

 

４．２．２ 再生骨材Ｌの呼び方 

再生骨材Ｌの呼び方は、種類、粒度による区分、アルカリシリカ反応性による区分

の順に、表記する。（例：RLG 2005 B) 

４．２．３ 再生骨材Ｌ中に含まれる不純物量 

再生骨材Ｌは、コンクリートの品質に悪影響を及ぼす不純物を有害量含んでいては

ならない。不純物の量は、JIS A 5023「再生骨材Lを用いたコンクリート」附属書Aの

A. 4. 2によって試験を行い、表311- 4 の規定に適合しなければならない。 



附則-71 

 

 

表 311-4   不純物量の上限値 

分類 不純物の内容 上限値9） % 

Ａ タイル、れんが、陶磁器類、アスファルトコンクリート塊 2.0 

Ｂ ガラス片 0.5 

Ｃ 石こう及び石こうボード片 0.1 

Ｄ Ｃ以外の無機系ボード片 0.5 

Ｅ プラスチック片 0.5 

Ｆ 木片、竹片、布切れ、紙くず及びアスファルト塊 0.1 

Ｇ 金属片 1.0 

－ 不純物量の合計（上記A-Gの不純物量の合計） 3.0 

（注-10) 上限値は質量比で表し、各分類における不純物の内容の合計に対する値を示して

いる。 

 

４．２．４ 再生骨材Lの物理的性質 

再生骨材Ｌの絶乾密度、吸水率及び微粒分量は、JIS A 1109「細骨材の密度及び吸

水率試験方法」、JIS A 1110「粗骨材の密度及び吸水率試験方法」及ぴJIS A 1103「骨

材の微粒分量試験方法」による試験を行い、表311-4の規定に適合しなければならない。

なお、再生骨材Lの絶乾密度は試験成績表によって報告するものとする。 

 

表 311- 4 再生骨材L の物理的性質 

 再生粗骨材 再生細骨材 

吸水率 ％ 7.0以下 13.0以下 

微粒分量 ％ 3.0以下 10.0以下 

（注-11) 日常の品質管理において微粒分量試験の代わりに JIS A 1801「コンクリー

ト生産工程管理用試験方法－コンクリート用細骨材の砂当量試験方法」を用

いる場合には、砂当量の値が60％以上とする。 

４．２．５ 再生骨材Ｌのアルカリシリカ反応性 

1) 再生粗骨材Ｌのアルカリシリカ反応性 

再生粗骨材Ｌのアルカリシリカ反応性は、次の全ての条件を満足する場合、無害と

する。 

a) 原粗骨材11) 及ぴ原細骨材12)の全てが、特定13)される。 

b) 原粗骨材及び原細骨材の全て又は再生粗骨材Ｌが、JIS A 5023「再生骨材Ｌを

用いたコンクリート」附属書ＡのA.4.5 に規定するアルカリシリカ反応性試験14)

で無害と判定される。 

2) 再生細骨材Ｍのアルカリシリカ反応性 

再生細骨材Ｍのアルカリシリカ反応性は、次の全ての条件を満足する場合、無害と

する。 

a) 原粗骨材及び原細骨材の全てが、特定される。 
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b) 原粗骨材及び原細骨材の全て又は再生細骨材Ｌが、JIS A 5023「再生骨材Ｌを

用いたコンクリート」附属書ＡのA.4.5 に規定するアルカリシリカ反応性試験14)で

無害と判定される。 

（注—11) 原粗骨材とは、原コンクリート中の粗骨材をいう。 

（注-12) 原細骨材とは、原コンクリート中の細骨材をいう。 

（注—13) 原骨材の特定方法は、JIS A 5021「コンクリート用再生骨材Ｈ」の附属

書Ａによる。 

（注-14) 原骨材については、アルカリシリカ反応性試験は、原骨材ごとに行う。 

４．２．６ 再生骨材Ｌの粒度 

再生骨材Ｌの粒度は、表311- 5による。 

 

表 311- 5 再生骨材L の粒度分布（微粒分量も含む規定） 

区分 

各ふるいを通過する質量百分率 (％) 

ふるいの呼び寸法16） (mm) 

50 40 25 20 15 10 5 2.5 1.2 0.6 0.3 0.15 

再生粗骨材 

Ｌ4005 

100 95-

100 

 35-7

0 

 10-

30 

0-5      

再生粗骨材 

Ｌ2505 

 100 95-100  30-

70 

 0-1

0 

0-5     

再生粗骨材 

Ｌ2005 

  100 90-1

00 

 20-

55 

0-1

0 

0-5     

再生粗骨材 

L4020 

100 90-

100 

20-55 0-15  0-5       

再生細骨材L      100 85-

100 

65-

100 

45-9

0 

25-6

5 

10-35 2-15 

（注—15) これらのふるいは、それぞれJIS Z 8801-1「試験用ふるい」に規定する網ふ

るい、53mm、37.5mm、26.5mm、19nm、16mm、9.5mm、4.75mm、2.36mm、1.18mm、

600µm及び150µmである。 

４．２．７ 塩化物量 

再生骨材Ｌの塩化物量は、受渡当事者間の協議によって、必要に応じて規定する。

再生骨材Ｌの塩化物量は、NaClに換算した値で、0. 04％以下でなければならない。た

だし、購入者の承認を得て、その限度を0. 1％以下とすることができる。 

４．２．８ 再生骨材Ｌの製造、貯蔵 

再生骨材Lの製造、貯蔵はJIS A 5023「再生骨材Ｌを用いたコンクリート」の附属書

Ａによる。 

４．２．９ 再生骨材Ｌの試験方法 

再生骨材Lの製造、貯蔵はJIS A 5023「再生骨材Ｌを用いたコンクリート」の附属書

Ａによる。 

４．２．10 再生骨材Ｌの試験方法 
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試料は、再生骨材Ｌの代表的なものを採取し、合理的な方法で縮分する。不純物量

試験、絶乾密度及び吸水率試験、微粒分量試験、アルカリシリカ反応性試験、粒度試

験、塩化物量試験は、JIS A 5023「再生骨材L を用いたコンクリート」附属書Ａの A.4

によって試験を行う。 

４．２．11 再生骨材Ｌの検査 

再生骨材Ｌの検査は、次による。 

a) 検査は、生産者と購入者との協議によって種類ごとにロットの大きさを決定し、合

理的な抜取検査方法よって試料を抜き取り、4. 2. 3 から4. 2. 8 の規定に適合し

たものを合格とする。 

b) アルカリシリカ反応性試験の区分を「Ａ」として扱う場合、ロットの最大値は、

1,500t 又は2週間で製造できる量のいずれか少ない量とする。 

c) アルカリシリカ反応性試験のロットの最大値は、条件に応じて次の1)～ 4)のよう

に変更することができる。 

l) アルカリシリカ反応性試験で連続3回無害と判定された再生骨材Lについては、

その後のアルカリシリカ反応性試験のロットの最大値は、1か月で製造できる量

とすることができる。 

2) 試験成績書等によって全ての原粗骨材及び全ての原細骨材のアルカリシリカ反

応性が無害と判定された再生粗骨材Lについては、アルカリシリカ反応性試験の

ロットの最大値は、3か月で製造できる量とすることができる。 

3) 4.2.5.1) において全ての原粗骨材及び全ての原細骨材がJIS A 5023「再生骨材 

Ｌを用いたコンクリート」附属書ＡのA.4.5 のアルカリシリカ反応性試験によ

って無害と判定された区分Ａの再生粗骨材Ｌは、アルカリシリカ反応性試験を

省略することができる。 

4) 4.2.5.2) において全ての原粗骨材及び全ての原細骨材がJIS A 5023「再生骨材

Ｌを用いたコンクリート」附属書Ａ のA.4.5 のアルカリシリカ反応性試験によ

って無害と判定された区分Ａの再生細骨材Ｌは、アルカリシリカ反応性試験を

省略することができる。 

４．２．１２ 再生骨材Lの検査データの保管 

生産者は、検査によって得られた試験値の記録を所定の期間保管しなければならな

い。 

４．３ 水 

水はJIS A 5308「レディーミクストコンクリート」附属C書に適合するものを用いる。 

４．４ 混和材料 混和材料は次による。 

a) フライアッシュはJIS A 6201、膨張材はJIS A 6202、化学混和剤はJIS A 6204、防

せい剤はJIS A 6205、高炉スラグ微粉末はJIS A 6206、シリカヒュームはJIS A 6207

の規格に適合するものを用いる。 

b) 上記以外の混和材料を使用する場合は、コンクリート及び鋼材に有害な影響を及ぼ

さず、所定の品質及びその安定性が確かめられたもののうち、購入者が生産者と協

議のうえ指定するものを使用する。 
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５．製造方法 

製造方法は、JIS A 5023「再生骨材Ｌを用いたコンクリート」附属書Ｂによる。 

 

６．試験方法 

６．１ 試料採取方法 

試料採取方法は、JIS A 1115「フレッシュコンクリートの試料採取方法」による。 

６．２ 圧縮強度 

圧縮強度の試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」、JIS A 1132

「コンクリート強度試験用供試体の作り方」及びJIS A 5308「レディーミクストコン

クリート」附属書Ｅによる。ただし、供試体の直径には、公称の直径を用いてよい。

また、供試体は、作製後、脱型するまでの間、常温で保管する16)。 

（注-16) 供試体は、常温環境下で作製することが望ましい。常温環境下での作製が困 

難な場合は、作成後、速やかに常温環境下に移す。また、保管中は、できる

だけ水分が蒸発しないようにする。 

６．３ スランプ 

スランプ試験は、JIS A 1101「コンクリートのスランプ試験方法」による。 

６．４ 空気量 

空気量の試験は、JIS A 1128「フレッシュコンクリートの空気量の圧力による試験

方法－ 空気室圧力方法」又はJIS A 1116「フレッシュコンクリートの単位容積質量試

験方法及び空気量の質量による試験方法（質量方法）」による。 

６．５ 塩化物含有量 

塩化物含有量は、次の式によって求める。ただし、Ｃ0がマイナス算定された場合に

は、Ｃ0 = 4 x (Ｃ1 x Ｗ1  )  / 100 とする。 

Ｃ0 = 4 x [Ｃ1 x W1 -  (0.75 -  α ) x Ｃ2  x Ｗ2]/100 

ここに、Ｃ0：再生骨材コンクリートLの塩化物含有量(kg/ m3) 

Ｃ1：フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度（％） 

Ｗ1 ：配合設計に用いた単位水量17) (kg/ m3) 

Ｃ2：セメント中の塩化物イオン濃度（％） 

Ｗ2：配合設計に用いた単位セメント量17) (kg/ m3) 

α ： 塩化物イオン残存比18)  

なお、フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度の試験はJIS A 1144「フ

レッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度試験方法」による。ただし、塩化物

イオン濃度の試験は、購入者から承認を得て、精度が確認された塩分含有量測定器に

よることができる。 

注記：フレッシュコンクリート中の水の塩化物イオン濃度の試験では、直らに練

混ぜ水に溶出する再生骨材Ｍの塩化物イオン量は、その全含有の1/4程度に過ぎな

い。フレッシュコンクリート中の水には、セメントの全塩化物イオン量、及び再生

骨材Ｍの全塩化物イオン量の1/4が溶出すると仮定し、再生骨材コンクリートＭの

塩化物含有量を算定することとした。 

（注-17) 配合計画書に示された値とする。 
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（注-18) セメント中に含まれる全塩化物イオン量のうちフレッシュコンクリート中

の水に溶け出さずにセメント中に残存している塩化物イオン量の比率であ

る。普通エコセメント以外のセメントを用いる場合には、α ＝ O とする。

普通エコセメントを用いる場合には、セメント生産者から報告を受けた値と

する。 

６．６ 容積 

容積の試験は、1 運搬車の積載全質量をフレッシュコンクリートの単位容積質量で

除して求める。1 運搬車の積載全質量は、その積載量に使用した全材料の質量を総和

して計算するか、荷卸しの前と後との運搬車の質量の差から計算する。 

 

７．検査方法 

７．１．検査項目 検査は次による。 

a)  標準品では、圧縮強度及びスランプについて行う。 

b)  塩分規制品では、圧縮強度、スランプ及び塩化物含有量について行う。 

c) 仕様発注品では、購入者から指定された材料及び配合を用いたコンクリートである

ことを保証するための検査項目及び検査方法、並びに検査ロットの大きさを、事前

に受渡当事者間の協議によって決める。 

７．２．圧縮強度 

標準品及び塩分規制品では、1週間に製造された再生骨材コンクリートＬに対して1

回の割合で、荷下ろし地点において、試料を採取し、圧縮試験を行い、2.1.の強度の

品質を満足することを確認する。ただし、監督員の承認を得て、工場出荷時において

採取した試料を用いて作製した供試体によって、圧縮試験を行うことができる。 

７．３．スランプ 

標準品及び塩分規制品では、スランプ値ごとに、出荷日1日に少なくとも1回スラン

プ試験を行う。スランプは6. 3．の試験を行い、2. 2．の規定に適合すれば合格とす

る。ただし、監督員の承認を得て、工場出荷時において行うことができる。また、ス

ランプが許容の範囲を外れた場合には、1回に限り、新たな試料を採取して、再試験で

きるものとする。 

７．４．塩化物含有量 

塩分規制品では、1日に製造された再生骨材コンクリートＬに対して1回の割合で、

荷卸し地点において、塩化物含有量試験を行い、2. 3．の塩化物含有量の品質を満足

することを確認する。 

備考 塩化物含有量の検査は、工場出荷時でも、荷卸し地点での所定の条件を満足す

るので、工場出荷時に行うことができる。 

 

７．５．空気量 

仕様発注品で空気量を指定した場合には、6. 4．の試験を行い、2. 4.の規定に適合

すれば合格とする。また、空気量が許容の範囲を外れた場合には、1回に限り、新たな

試料を採取して、再試験できるものとする。 
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８．製品の呼び方 

再生骨材コンクリートＬの呼び方は、コンクリートの種類による記号、呼び強度、ス

ランプ、粗骨材の最大寸法及びセメントの種類による記号（表311- 7)の順に表記する。

（ 例：再生L標準 18 8 20 BB ） 

 

表 311- 7 セメントの種類による記号 

種類 記号 種類 記号 

普通ポルトランドセメント N 耐硫酸塩ポルトランドセメント SR 

普通ポルトランドセメント（低アルカリ形） NL 耐硫酸塩ポルトランドセメント

（低アルカリ形） 

SRL 

早強ポルトランドセメント H 高炉セメントA種 BA 

早強ポルトランドセメント（低アルカリ形） HL 高炉セメントB種 BB 

超早強ボルトランドセメント UH 高炉セメントC種 BC 

超早強ポルトランドセメント（低アルカリ形） UHL フライアッシュセメントA種 FA 

中庸熱ボルトランドセメント M フライアッシュセメントB種 FB 

中庸熱ポルトランドセメント（低アルカリ形） ML フライアッシュセメントC種 FC 

低熱ボルトランドセメント L 普通エコセメント E 

低熱ボルトランドセメント（低アルカリ形）  LL － - 

 

９．報告 

生産者は、3. 3. に示したように、再生骨材コンクリートＬの配達に先立って、JIS A 

5023「再生骨材Lを用いたコンクリート」の表3 による再生骨材コンクリートL配合計画

書を提出しなければならない。また、3. 4．に示したように、購入者の要求があれば、

配合設計などの基礎となる資料を提出しなければならない。 

 

【解説】 

再生骨材コンクリートＬの適用範囲は（注-1)に記したように、裏込めコンクリート、

間詰めコンクリート、均しコンクリート、捨てコンクリート等の、高い強度や高い耐久

性が要求されない部材及び部位に使用する。また、通常再生骨材コンクリートＭは、高

い凍結融解抵抗性を確保するのが難しいため、凍結融解作用を受けない部材及び部位に

使用すること。 

また、再生骨材Lの原骨材を特定するのは多くの場合に困難であり，アルカリシリカ反

応抑制対策を行う必要がある。したがって，アルカリシリカ反応抑制効果のある混合セ

メントなどを使用することが前提となる。 

本品も再生骨材Ｍを用いたコンクリートと同様に、製造に当たっては、現場内でバッ

チャープラントを設置して現場練りとして使用するか、JIS A 5023に適合する再生骨材

Ｌを用いたコンクリートを出荷できるプラントから購入して使用すること。 


